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武見会長時代から花岡執行部（昭和 57・58 年度）へ
　13 期 25 年間続いた武見会長時代は、診療報
酬引き下げ ( マイナス改定 ) は一度もなかった。
引退表明があった年の武見時代最後の診療報酬改
定でさえ、薬価基準が過去最高の 18.6％ ( 医療
費ベースで 6.1％ ) 引き下げられたにもかかわら
ず、医療費本体 8.1％引き上げにより、実質 2％
の引き上げとなっている。
　昭和 57 年 4 月の第 63 回日医定例代議員会に
おける会長選挙では、花岡氏が武見会長の後継
者とみられていた亀掛川氏を 121 票対 103 票で
破って当選、第 12 代日医会長に就任した。花岡
会長は「開かれた医師会」を掲げて武見時代との
違いを強調し、厚生省とは「対話と協調路線」へ
と舵を切った。また、「保険ファンドを確立する
ためには、まず入るを多くして出るを少なくする。
昨年 6 月の診療報酬改定をさらに小さくするの
は耐えられないが、それ以上に大型の医療機関や
乱獲密猟によって出ていくものを防いだ方がよほ
ど差し引き勘定は合う」との考えを示した。
　昭和 57 年 10 月 1 日、厚生省は「国民医療費
適正化総合対策推進本部」を設置し、医療費適
正化対策推進要綱を発表。薬価基準の適正化や診
療報酬の見直し、不正請求の徹底排除が掲げられ
た。12 月 13 日、修正バルクライン方式による
薬価算定が行われ、薬価基準を 4.9％ ( 医療費ベー
スで 1.5％ ) 引き下げる改定が告示され、昭和 58
年 1 月から実施。
　昭和 58 年 1 月 31 日の全国保険・年金課長会
議において、厚生省の吉村 仁局長は「医療費増
大は国を亡ぼす」との「医療費亡国論」を紹介し
て、医療費抑制に強い意欲を示すとともに、「不
正請求には、医師会への事前相談や打ち合わせな
しに保険当局だけで監査ができる体制をつくりた
い」と述べた。この発言に対して 2 月 5 日、花
岡会長は林 義郎厚相に会って「現医師会執行部

の対話と協調路線への重大な背信行為」と抗議
したが、社会保険旬報 3 月 11 日号 (2 月に発刊 )
には吉村 仁局長の論文「医療費をめぐる情勢と
対応に関する私の考え方」( いわゆる医療費亡国
論 ) が掲載、この中で、付言として診療報酬の不
正請求問題にも触れ、不正に関する監査体制につ
いて指摘するとともに「花岡日医会長も乱獲密猟
の排除を訴え、自浄作用を強調されているので大
いに期待したい云々」と日医会長の言質が盛り込
まれている。
　昭和 59 年 3 月、診療報酬改定により 2.8％の
引き上げがあったが、同時に薬価基準 16.6％ ( 医
療費ベースで 5.1％ ) 引き下げられたので実質
2.3％の引き下げとなり、花岡執行部の 1 期目は
2 年連続の医療費引き下げとなった。
　
羽田執行部 ( 昭和 59 年～平成 3年度 )
　昭和 59 年 4 月の第 68 回日医定例代議員会に
おける会長選挙では 4 氏が立候補して羽田氏が
現職の花岡会長を 97 票対 78 票の小差で破って
当選、第 13 代日医会長に就任した。
　医事評論家水野 肇氏によれば、羽田会長時代
の 4 期 8 年間には、医療費の総合規制 (GDP の成
長の範囲 ) 、老人保健制度の見直し、第一次医療
法改正 ( 地域医療計画に基づく病床規制等 ) 国民
健康保険の改革、家庭医問題、准看制度廃止問題
など、日医にとって多くの医療問題が山積してい
たが、羽田会長は三師会とともに反対というポー
ズで対応したものの、根本的解決策への行動、つ
まり政策的対応はなかったという。特に老人をめ
ぐる問題や介護プランなどはほとんど厚生省の
思うままに実現していった感があると指摘してい
る。診療報酬については、昭和 60 年 3 月より実
質 1.4％引き上げ、昭和 61 年 4 月より実質 0.8％
引き上げ、昭和63年4月より実質0.5％引き上げ、
平成元年より消費税導入に伴う実質 0.76％引き

　平成 21 年 8月 30 日に投開票が行われた第 45 回衆議院議員選挙は、民主党の圧倒的勝利
により政権交代が確実となった。これまで政権与党であった自民党を支持してきた日医及び
多くの地方医師会としても、今後、「医師会はいかにあるべきか」について対応を迫られる
ことになろう。
　前回取り上げた「医療費抑制政策の流れ」に対する歴代の日医会長の対応について解説す
るとともに、過去一度だけあった政権交代への対応についても触れてみたい。

続・医師会はいかにあるべきか (19)続・医師会はいかにあるべきか (19)
会長　木下敬介会長　木下敬介
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上げ、平成 2 年 4 月より平均 3.7％引き上げと計
5 回の引き上げが行われた。

村瀬執行部 ( 平成 4年～ 7年度 )
　平成 4 年 4 月の第 86 回日医定例代議員会に
おける会長選挙では 3 氏が立候補したが、現職
の副会長村瀬氏が 231 票を獲得して当選し、第
14 代日医会長に就任。村瀬会長の 2 期 4 年間に
は第二次医療法改正、診療報酬点数表の甲乙表一
本化、介護保険構想の動きなどが主な医療問題と
して挙げられる。平成 5 年 7 月、宮澤・クリン
トン日米首脳会談で「年次改革要望書」を交換す
ることが合意された。これは、米国が日本に外圧
を加えるための新しい武器としてクリントン政権
が考え出した日本改造のシナリオともいえるもの
で、医療に関しても市場原理の導入を図ることや
混合診療による医療保険制度改革などが盛り込ま
れている。しかし、日医がこれに対応し、特に取
り組んだという気配はない。
　診療報酬については、平成 4 年 4 月より実質
2.5％引き上げ、平成 6 年 4 月より実質 2.8％引き
上げといずれも医療費の引き上げが行われている。
　平成 3 年から 7 年にかけて政局はかなり不安
定な状況となり、平成 3 年 11 月 5 日の宮澤内閣
発足、平成 4 年 12 月 12 日の宮澤改造内閣、平
成 5 年 6 月 18 日の宮澤内閣不信任案可決・衆議
院解散、7 月 18 日の第 40 回衆議院議員選挙で
自民党過半数割れの敗北、8 月 9 日の細川内閣
( 日本新党 ) 発足による政権交代、平成 6 年 4 月
8 日の細川首相辞任、4 月 28 日の羽田内閣発足、
6 月 25 日の羽田内閣総辞職、6 月 30 日の村山
内閣発足と目まぐるしく内閣が替わった。そのよ
うな状況の中で、村瀬会長は平成 5 年 10 月の第
89 回日医臨時代議員会において細川内閣による
政権交代に触れ、「政界再編の図柄が決まらない
現在、日本医師会として支持政党の選択を急ぐ必
要はない。国民医療を守るのにふさわしいデザイ
ンをもった政党を十分に見極めて、その上で決定
するのが、執行部の責務と自覚している」と述べ、

「見極めること」の重要性を強調した。

坪井執行部 ( 平成 8年～ 15 年度 )
　平成 8 年 4 月の第 94 回日医定例代議員会にお
ける会長選挙では、現職の坪井副会長が福井氏を
176 票対 125 票の 51 票差で破って当選、第 15
代日医会長に就任した。
　坪井執行部の 4 期 8 年間における大きな医療
問題として、平成 8 年度より導入された新指導

大綱による集団的個別指導、患者負担増を柱と
する医療保険改革法 ( 被保険者本人負担が平成 9
年 9 月より 2 割へ ) 、介護保険法成立 ( 平成 12
年 4 月より実施 ) 、第三次医療法改正 ( 平成 10
年 4 月施行 ) 、第四次医療法改正成立 ( 平成 13
年 3 月施行 ) 、平成 13 年 6 月の小泉・ブッシュ
首脳会談による「規制改革及び競争政策イニシア
ティブ」(年次改革要望書)の合意、6月21日の「今
後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関す
る基本方針」( いわゆる骨太の方針 ) 、健保法等
改正法成立 ( 平成 15 年 4 月より被保険者本人の
3 割負担 ) 、介護報酬引き下げ ( 平成 15 年 4 月 )
などが行われた。
　診療報酬については、平成 8 年 4 月より実質
0.8％引き上げ、平成 9 年 4 月より消費税引き上
げに伴う実質 0.38％の引き上げが行われた。平
成 10 年 4 月より実質 1.2％引き下げられ、昭和
59年3月以来初めてのマイナス改定が行われた。
これは平成 9 年度の国内総生産 (GDP) が 0.7％減
と 23 年振りのマイナス成長を示したことによる
といわれている。平成 12 年 4 月より実質 0.3％
の引き上げがあったが、平成 14 年 4 月には実質
2.7％の大幅引き下げが行われた。
　坪井執行部の特徴として、会長就任と同時に日
医総研を創設し、信頼できるデータに基づいた主
張を続け、特に政策立案を行ったことがあげられ、
これは歴代の日医会長の成し得なかったことで、
特筆すべきことといってよい。1 期目から日医に
よる「医療保険改革案」（平成 8 年 10 月）や「医
療構造改革構想」（平成 9 年 7 月）を公表し、2
期目の定例代議員会における会長所信表明の中で
は、医療構造改革の実現、日医総研の充実等につ
いて述べ、「医療政策決定過程の改革」として「日
医の政策案を直接政府与党に提出し審議してもら
うようにしたい」旨を強調。3 期目の平成 12 年 8
月には、「2015 年医療のグランドデザイン」を公
表し、各方面に大きな反響を呼んだといわれる。
　平成 13 年 4 月 26 日、小泉自公連立内閣発足。
経済財政諮問会議や総合規制改革会議が次々と打
ち出す市場原理と社会保障費抑制を謳う「聖域な
き構造改革」の政策に反対表明するものの、平成
14 年 4 月の診療報酬が史上初の本体マイナス改
定になったことに加え、平成15年4月のサラリー
マン 3 割負担導入を阻止できなかったことに対
して、平成 15 年 4 月の第 108 回日医定例代議
員会では執行部に対する批判が噴出。10 月の第
109 回日医臨時代議員会で坪井会長は「今期限
りの引退」を表明した。
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原稿の種類

字 数

提出・締切

原稿送付先

備 考

①随筆、紀行、俳句、詩、漢詩など

②写真（カラー印刷）

　　※写真等ありましたら１～２枚添付してくださるようお願いします。

③絵（カラー印刷）

④書（条幅、色紙、短冊など）

1ページ1,500字 (1～ 2ページ )を目安に、特に長文にならないようお願いします。

可能であれば、できるかぎり作成方法①②でご協力願います。

作成方法により、締切日が異なりますのでご注意ください。

〒 753-0814　山口市吉敷下東 3 丁目 1 番 1 号 山口県総合保健会館 5 階

   山口県医師会事務局　広報情報部

   E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

①未発表の原稿に限ります。

②投稿された方には炉辺談話３部程度を謹呈します。

山口県医師会報平成 21年度冬季特集号「炉辺談話」の原稿を募集します。
下記により、ふるってご投稿くださいますようお願い申し上げます。

作成方法 提出方法 締切

①パソコンで
作成の場合

電子メール　又は　フロッピー /CD-R の郵送

12 月 1日
②ワープロ専用機で

作成の場合
フロッピーの郵送

③手書き原稿で
作成の場合

郵送 11 月 25 日

原稿募集

冬季特集号「炉辺談話」
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今月の 視点今月の 視点

理 事 田 中 豊 秋

総合医

日本医師会はこの数年総合医制度の創設を模

索している。日本医師会の唐澤会長の意向を受け

てのことのようである。この動きに呼応するよう

に厚生労働省も総合医制度を唱え始めた。もとよ

り両者の総合医は異なるものである。

日本医師会では生涯教育委員会で検討を行い

新しいカリキュラムを作成してきた。医師の使命

は生涯学習を続け国民の健康に責任をもつことで

ある。プロフェッショナルの使命である。この考

えは誤っていない。しかしこの委員会で専門医に

ついて検討するのはいかがなものであろう。

総合医に対する考え方はその医師の置かれて

いる立場で異なっていると思う。大学病院や大病

院は高度医療を担う施設であり医師数も多く、相

談することも可能である。ある意味では受診先の

わからない患者さんの交通整理を行えば済む。一

般中小病院の勤務医の場合は少し異なってくる。

診療科もすべてがそろっているわけではない。し

かし内科・外科の医師が複数おり、内科系・外科

系と分けて対応することが可能である。診療所の

医師も地域によって異なってくる。都市部の診療

所では近くに各科の専門の医師が開業しており、

また基幹病院もある。そうすると大病院の医師と

同じく患者さんを適した医療機関に紹介すればす

むところもある。自分の所ですべての患者さんを

診察しなくともすむ。しかし僻地の医師はその地

域でオンリーワンの存在であり、すべての患者さ

んに対応しなくてはならない。自分の責任で全科

の疾患に対応せざるをえない。

私自身のことを考えてみた。大学病院の時代

には内科の中でも消化器の患者さんを中心に診察

していればよかった。その後都市部の総合病院に

勤務している時も各科の医師がそろっていたため

大学病院の時と同様に自分の専門分野を中心に医

療を行っていれば十分であった。しかし、僻地の

診療所に勤務すると事情は変わった。1,000 人を

こえる人々の健康を一人で預かることとなったか

らである。外科や整形外科の応急治療から泌尿器

科や更年期以降の婦人科の相談までを行うことと

なった。学生時代の教科書を読みなおしたのみな

らず、基礎医学の本も含めて再度購入し勉強し直

すこともあった。現在は父の診療所に勤めている

が、幸いに医療圏の中核都市の郊外にあり近所に

各科の医師が開業しており、病院も複数あり患者

さんを紹介するのに苦労はしていない。各科とも

に治療方法が格段に進歩しており専門外の医師が

迂闊に手出しできないと痛感している。

日本プライマリー・ケア学会、日本家庭医療

学会、日本総合診療学会の３学会が合併すること

となった。これが将来の総合医の研修、認定を担

おうとするもののようである。これも一つの案で

あるがどこに焦点をあてて研修・認定を行うのか

が問題となる。また、各科の診療レベルが向上し

ている現在すべての診療科の平均的レベルを確保

するには、知識のみでなく設備にも多額の費用が

かかる。それをどうするのかも問題となる。

これに対して、厚生労働省のとなえる総合医

は少し異なっている。基本的には医療費の抑制を
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目的とし、日本医師会の唱えた総合医の名称を借

り、イギリスの家庭医制度を導入しようとしたも

のである。イギリスではゲートドクター制度を導

入し、医療費は大幅に抑制された。その結果がど

うなったか。イギリスの医療は崩壊した。医師は

自由な医療を求めてヨーロッパ大陸やアメリカ合

衆国に流出し医師不足をきたし、かつての植民地

から医師の移民を受け入れている。また、裕福な

患者さんはヨーロッパやアメリカに渡って治療を

受けている。一方で経済的に困窮している患者さ

んは手術や検査の待機時間が長く手遅れになり命

をちぢめている。このようなことは本来許される

ことではない。患者さんの経済状態で国民の健康・

命が左右される現状をきたしてはならない。その

結果として医療は崩壊し国民の医療に対する満足

度を低下させた。ブレア政権は医療費を上げるこ

とでその解消を目指したが一度壊れたシステムを

再構築するのには時間がかかりそうである。確か

にアメリカのように高すぎる医療費はいかがなも

のかと思うが、必要な医療費は確保しなければな

らない。

数年前、日本プライマリー・ケア学会で厚生

労働省医政局の課長が、「日本医師会が総合医制

度を作らないのなら厚生労働省で制度化し、医療

費の適正化をはかる。」と恫喝とも取れる発言を

していた。医療費抑制の手段としてしか総合医を

考えていないようである。イギリスの失敗をなん

ら参考にしていない。

厚生労働省、日本医師会の考え方には根本的

に欠けている視点がある。国民の、患者さんから

の視点である。現在、医療は細分化、専門化が進み、

タコツボ化しているとの意見がある。このような

指摘は、われわれも真摯に受け止めて改める必要

がある。タコツボ化した医療が、国民の医療に対

する不満の一部をなしているのは間違いない。新

研修医制度はそのような反省からスタートし、そ

れなりの成果は上がっているようである。

国民の医療に対する満足度については興味あ

る国がある。デンマークである。周辺諸国に比

べて平均寿命が短い、完全な「かかりつけ医制

度」で患者さんのフリーアクセスは無いなど、わ

れわれの感覚では考えられない状態である。しか

しドイツや北欧諸国と比しても高い満足度を維持

している。デンマークの特徴として生活レベルが

均一化していることがあげられる。税率は平均で

55％と高率であり、地方税が 10 ～ 12％を占め

ている。医療費は地方が担っており、地方の収入

の 80％が医療費として支出される。医師会は病

院医師会と開業医医師会に分かれており、開業に

は行政の許可がいる。一診療所当たりの患者さん

の数が決まっており、引退等で空きができない限

り開業はできない。開業医の行える医療は診察、

処方、簡単な検査が中心であり、縫合はできるが

手術はできない。

医師、患者双方に不満が生じそうな状態であ

るのに国民の満足度が高い。医師会や厚生労働省

の考えに欠落した部分があるのではなかろうか。

もう一度患者さんの目線に立って医療満足度を検

討してみる必要があるのではなかろうか。

　このように総合医制度を創設するには数々の問

題点がある。各状況の医師や患者さんの意見を調

査し（調査用紙によるアンケート方式でなく無作

為に抽出した医師、患者さんに生の声を聞くこと

です）、その結果を元にして現場の医師の声を反

映した総合医制度を作るべきである。あたふたと、

拙速に、医師免許制度との交換取引のような形で

制度化してしまうと厚生労働省に乗ぜられ臍をか

むような気がしてならない。日本医師会として慎

重に賢明な選択をしていただきたい。
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現在の卒後臨床研修、いわゆるスーパーロー

テーションが開始されて 3 年目に私は医師にな

りました。その良し悪しが少しずつ明らかになっ

てきていた頃でした。私は 1 年目に山口大学附

属病院で内科、外科、救急科、麻酔科を勉強させ

て頂き、2 年目に徳山中央病院で産科、小児科、

精神科（泉原病院）、地域医療、循環器内科の研

修をさせて頂きました。いずれの科においても、

先生方は入局予定に係わらず研修医である私に分

け隔てなく積極的な御指導をして下さいました。

入局後もそれら他科の先生方とのつながりは私の

貴重な財産です。

3 年目に私は山口大学の器官病態内科学（第二

内科）に入局しました。当科は、循環器を中心に

呼吸器、膠原病、腎臓などを専門とする幅広い内

科です。主治医として、多くの症例を担当させて

頂く機会を得ました。毎週行われるカンファレン

スはアカデミックかつ実臨床に即した討論が活発

に行われ、非常に勉強になります。また、質問に

対していやな顔ひとつせずに、いつも御指導くだ

さった先輩方のおかげで、治療の本筋から外れず

に済んだことも多々ありました。忙しい日々の中、

ともに助け合い励まし合った同期とは、強い絆が

生まれました。そして、4 年目の現在は基礎研究

および検査が中心の日々を送っています。

スーパーローテーション後である私の同世代

は医局離れが進んでいるといわれています。確か

に、友人の多くは関東や関西といった都会に出て

行きました。研修終了に伴い、一部は出身地へ、

また、一部は山口に帰ってきました。しかし、同

級生の幾人かは便りもないままとなっています。

医局という縛りを嫌っていた人たちです。私自身

は入局することで、さまざまな恩恵を受けている

だけに、そんな友人たちのことが気がかりです。

元気でいてほしいものです。

私は大学院生として残り 2 年半しかありませ

んが、研究を進めることはもちろんのこと医療に

対しても研鑽を積みたいと思います。そして、大

学ならでこそ勉強できるさまざまなエッセンスを

吸収したいと考えています。

　私は宇部に生まれ、下関で育ちました。地元の

小中高校を経て山口大学医学部を卒業した根っか

らの山口っこです。今後も一人の医師としてこの

愛すべき地元山口県のために貢献できればと思い

ます。諸先生方のお力をお借りすることも多々あ

ると思いますが、諸先生方の御指導御鞭撻をよろ

しくお願いいたします。

卒後臨床研修、入局を経験して

山口大学医学部器官病態内科学（第二内科）　中島　忠亮

フレッシュマンコーナー
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こんにちは。国立病院機構岩国医療センター

院長、竹内仁司です。当院の概略をご説明いたし

ます。

岩国は山口県東部、広島県との県境に位置し、

東に遠く宮島を望み、北には岩国城が見える城

下町で、錦帯橋を有する観光都市です。また、ヘ

レンケラー、マリリンモンローが初めて日本の地

を踏んだ岩国空港があります。米軍関係者も多く

住んでおり、公園、スーパーなど家族づれでの

んびりする姿が見られる国際都市でもあります。

　当院は病床数 580 床、標榜診療科 25 科を有

する総合病院で、昭和 20 年発足以来 63 年間に

わたり岩国地域唯一の中核病院として地域住民に

愛され信頼を得ており、総合医療を提供してまい

りました。

特に山口県東部唯一の救急救命センターを有

し、年間約 25,000 人の救急患者に対応してお

ります。地域周産期母子医療センター、地域医

療支援病院、地域がん診療連携拠点病院などの

指定も受けており、県内だけでなく広島県、島

根県など県外からも多くの患者が来院されます。

　ただ今、当院は平成 24 年の新築開院に向けて

着々と準備を進めているところです。新病院は

市内の中心地に移転が決まっており、救急救命セ

ンターの充実を図るとともに、高齢化社会に向け

た患者への負担の少ない効果的な治療を目指して

おります。そのために、救急救命センターの大幅

な拡張、血管内治療設備の充実、高性能放射線治

療機器の設置等工夫しております。具体的には

血管造影室及び手術室の増設、320 列 CT 、3.0T 

MRI 、IMRT の設置等を予定しています。

また、このような高度な治療及び看護が可能

となるよう専門医、 専門薬剤師、専門放射線技

師、認定看護師の育成、獲得に努めております。

　それから、他の施設では見られない特徴と

して、外国人患者が多いことを紹介しておきま

す。特に米国人が多く、常に４～５名の入院患

者と同数程度の外来受診患者の来院がありま

す。留学経験のある英語に堪能な医師、看護師

も多く、米軍基地内のクリニックとの交流も頻

繁に行われております。このような状況で当院

からの留学も積極的に進めております。国立病

院機構では専修医海外留学制度があります。こ

れは 4 年間以上の臨床経験を有する国立病院機

構内病院に勤務する医師で、研修に必要とされ

る語学力（TOEFL で一定以上）を有する方を

対象に、約 3 か月～ 6 か月間米国の有名病院で

愛され、信頼される医療を提供する国立病院機構岩国医療センター

臨床研修指定病院紹介コーナー (3)
～国立病院機構岩国医療センター～

研修医診察風景
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臨床研修ができる制度です。その間、当院から

支給される給与の他、渡航費相当 30 万円、滞在

費最大 180 万円を国立病院機構本部より支給さ

れます。このような好条件の留学制度は他にな

く、当院からもこの制度を利用して H18 年度は

大原利章君が UCLA に、 H20 年度は竹内一文君

が Cleveland Clinic に留学しました。両名とも大

変有意義な留学であったと感想を述べておりま

した。まず、当院で日常英会話、臨床英語の経験

を積んで留学に挑戦されてはいかがでしょうか。

　当院での研修内容は、初期研修では救急医療を

中心にまず人命を助けられる実践的な技術を中心

に、幅広い臨床家になるよう目指しております。

後期臨床研修では最短期間で専門医になれるよう

消化器内視鏡専門医、消化器病専門医コース、呼

吸器専門医基礎コース、循環器専門医コース、外

科専門医コース、消化器外科専門医コース、呼吸

器外科認定医コース、心臓血管外科基礎コース、

小児外科専門医基礎コース、小児科専門医コース、

泌尿器専門医コース、脳神経外科基本手技コース、

脳神経外科応用手技コース、耳鼻咽喉科専門医

コース、整形外科基礎コース、整形外科認定コー

ス、麻酔認定医コース、麻酔専門医コース、皮膚

科専門医コース、眼科専門医コース、放射線科専

門医コース、精神科専門医コース、産婦人科専門

医コース、形成外科専門医コースなど、各種学会

が定めた専門医になるために必要な研修項目を経

験いたします。紙面では十分な説明ができません

ので、一度見学に来られませんか。

愛され、信頼される医療を提供することで地

域の発展に貢献するとともに、恵まれた医療資源

を利用して次世代を担う医師、医療従事者を育成

するのが私たちの使命です。向上心に富み活力あ

る若者をお待ちしています。

2009 年（平成 21 年）9月 29 日　1921 号
■　「新型」流行地域で入院基本料の要件緩和
■　「新型」入院、収容可能な空床 14万床
■　薬価維持特例導入に改めて慎重姿勢示す
■　DPC 退出の可否判断で審査組織設置へ
■　後期高齢者制度の廃止「4年以内に実現」
■　社会経済構造の変化と医療政策のあり方で講演
■　事務補助加算は「勤務医負担改善のポイント」

2009 年（平成 21 年）9月 18 日　1920 号
■　厚労相に長妻氏「後期高齢者は廃止」
■　国内産の「新型」ワクチン、17日から臨床試験
■　広報活動で国民へアピール
■　改正法施行へ具体的検討を開始
■　電気メスによる薬剤の引火で注意喚起

2009 年（平成 21 年）9月 15 日　1919 号
■　ワクチン接種に当たっての日医の考えを説明
■　「新型」ワクチン、接種費用を統一化
■　重症者受け入れ施設への支援、進まず
■　救急受け入れ基準、地域特性に配慮を

2009 年（平成 21 年）9月 11 日　1918 号
■　接種は契約医療機関に限定
■　医療区分の見直しは見送りに
■　在宅復帰希望が増加の傾向

2009 年（平成 21 年）9月 8日　1917 号
■　ワクチン接種、医療従事者を最優先
■　「新型」ワクチン、欧州の 2社と交渉
■　地方の大学病院の割合、初めて増加
■　サリドマイド製剤の入院時持参薬で注意喚起

2009 年（平成 21 年）9月 4日　1916 号
■　新政権にも積極的に政策提言
■　勤務医の処遇改善へ 7カ条
■　「新型」対策に臨時交付金の活用を
■　「医師の大同団結」へ議論再開
■　公益法人か一般法人か、将来構想の考慮を

2009 年（平成 21 年）9月 1日　1915 号
■　ピーク時の新型インフル新規患者 1日 76 万人
■　医療体制の強化、検討を要請
■　「新型」ワクチン輸入、必要性に疑問の声も
■　ナースプラクティショナーの議論開始へ
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　機能神経解剖学教室は、神保雅幸教授 ( 平成

30 年 ) 、黄基雄教授 ( 平成 46 年 ) 、岸田令次教

授 ( 平成２年 ) が主宰された旧第二解剖学講座を

継承しており、平成 9 年 10 月から私どもが担当

させていただいております。現在、講師の藤永、

助教の柳井、國分、大学院生の竹下、外国人研究

生の Nabiul Islam 、技官の大庭、松尾、事務の

松崎の体制で教育･研究を中心に活動しています。

学部学生の教育として肉眼解剖学実習、骨学実習、

脳実習、一部組織学実習、そして基礎解剖生理学

序説、外皮･筋･骨格系、感覚器･末梢神経系、中

枢神経系等の講義、これに加えて重点統合情動科

学ユニット、自己開発コース･修学論文、医学英

語らの自己修学系科目や共通教育など、かなりの

授業を担当しております。ここ 10 年以上吹き荒

れる医学教育改革のなかで最も教育負担が多い教

室の一つといえるでしょう。しかしこれらを通じ

て医学科学生と頻繁に接触でき、学生もよく出入

りしてくれています。学生の中には研究に興味を

示して参加してくれ、かなりの成果を挙げるもの

もいて、大変刺激的で教室の活性化に役立ってい

ます。

　さて、私どもの研究室では、脳と心の関係を

視野に入れ、神経解剖学をベースに広く情動構造

と神経変性疾患の脳科学的解明を目指して研究を

行っております。具体的には 3 つの課題を設定

しています。初めに、情動構造の解析の突破口と

して、情動二分化の典型として脳の性分化をとり

あげ、その解明に挑んでいます。脳の性分化には、

遺伝的要因、ホルモン等を中心とした内部環境要

因、自然環境・社会環境らの外部環境要因が係わ

り、とりわけ性ステロイドは決定的な影響をもち

ます。当研究室では、哺乳類脳の性分化の中心領

域である内側視索前野･扁桃体領域にアンドロゲ

ンをエストロゲンに変換する酵素アロマテース

（芳香化酵素）を発現する膨大な数のエストロゲ

ン合成ニューロンが存在することを世界で初めて

証明しました。この領域は性情動や攻撃情動に係

わる機能の中核であり、性ホルモン感受性が非常

に強く、生殖行動や攻撃行動、性ホルモン周期を

司る領域であります。ここに発現する豊富な性ス

テロド受容体はそれ自身により発現制御を受け、

著明な感受性の性差を示し、性情動や攻撃情動の

性差を生じます。アロマテースがこの領域の局所

的性ステロイド環境の制御を通じて、性ホルモン

感受性を調節し、脳の性分化を果たすという仮説

を立てて研究を進めております。この研究成果は、

性行動・攻撃行動の制御、性同一性障害、排卵･

月経障害、更年期障害を考える際に重要で、国内

外でも注目を集めて、文部科学省の特定研究「性

分化機構の解明」に参加し、2006 年には韓国の

BRAIN 21 PROJECT に招待されて特別講演「脳

の性分化」を行っており、2008 年には、日米科

学共同事業 Neurosteroid Symposium でも招待講

演が行われました。また 2007 年にはサイエンス

ZERO の TV 取材があり「男と女の不思議に迫る」

の中で放映されました。

　しかし最も期待されるのは当教室の第二の研

究課題である細胞質封入体“斑点小体 (STB)”と

神経変性症の病態に関する研究かもしれません。

STB は当研究室で同定･命名した神経細胞質封入

体で、視床下部辺縁系に特異的に広く分布して

おります。当教室では、ハンチントン病の原因と

なる Huntingtin に関連する HAP1 がこの STB の

コア蛋白質であり、その細胞内遺伝子導入で STB

が誘導されることを証明し、STB 解析培養細胞系

を確立しました。HAP1/STB の脳内分布も明らか

にしており、ハンチントン病における「HAP1/STB

保護仮説」を提唱しました。その後、HAP1/STB

が別のポリグルタミン伸長性疾患である球脊髄性

筋萎縮症の原因産物、アンドロゲン受容体を吸着

して核内移行を制御し、アポトーシスを抑制する

山口大学医学部　講座紹介コーナー
基盤系講座　「機能神経解剖学」
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ことも発見しました。この仮説に基づき、海外の

グループも他の神経変性疾患での保護作用を報告

し始めております。現在、私どもは「HAP1/STB

保護仮説」がその他脊髄小脳変性症や認知症、精

神疾患らの背景にある神経変性症に対しても成

立することを検証しており、今後世界的に発展し

た研究になることを期待しております。第三は、

やはり当教室が発見し命名した一次嗅覚系単位

「ネックレス型糸球体」の研究であります。この

構造は、世界で最初に同定された嗅覚系単位で、

当初、哺乳行動誘発系の１次嗅覚単位として注目

され、最近では二酸化炭素受容体の１次嗅覚系単

位であると報告され、Nature 、 Science 、 Cell 等

で取り上げられ、嗅覚研究者ではよく知られた存

在になっています。

　最後に、当研究室が開発した解剖学実習におけ

る局所給排システムを紹介します。ご存知の通り、

解剖学実習室のホルムアルデヒド (FA) 濃度は高

く、学生にも教員にもよい環境とは言えません。

そこで 2006 年に独自で開発した局所排気型解剖

実習台（排気系を透明チューブで連結した清掃容

易なセパレート型解剖実習台）にダウンフロー給

気系を組み合わせた換気システムを開発し導入し

ました。この結果、FA 濃度が 0.02ppm 程度に低

減され ( 他大学平均 0.5 ～ 1.0ppm: 住環境基準値

0.08ppm) 、日本で最も良い解剖学実習室環境を

実現しました。折しも 2008 年度から FA が厚労

省の有害化学物質取扱い特化則第２類物質の対象

となり 0.1ppm 以下にすることが義務規定化され

たため、多くの大学が見学に来て、全国の大半の

解剖学実習室が山口大方式の局所給排気システム

を採用する現状になっております。

　以上は、いずれも当研究室が独自の方向性で

研究を進め得られた結果です。本当に確実なオリ

ジナルデータを積み上げ、わくわくしながら高み

に上り、誰も見たことがない風景を眺望したいと

思っております。これらが全国的・国際的現場で

共感が得られ、お役に立てればこれ以上のことは

ございません。ご興味のある方々は是非とも気軽

にお立ち寄りください。今後ともなお一層の皆様

方のご指導、ご支援を宜しくお願いいたします。

[ 記：山口大学大学院医学系研究科　システム統
御医学系　機能神経解剖学教授　篠田　晃 ]

左から、（前列）柳井、篠田、藤永、（後列）大庭、竹下、松尾、國分
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開会挨拶
木下会長　審査委員の先生方には、平素から保険

診療の向上、レセプト審査の適正化にご尽力いた

だき、また、本日は社保と国保の審査委員が一同

に集まり協議いただくことについて、会員を代表

して心より感謝申し上げる。

本協議会の目的はいうまでもなく、社保と国

保の審査較差是正であり、また、審査委員間の審

査較差是正である。本日も中身の濃い協議会にな

るよう願い挨拶とする。

小田社保審査委員長・土井国保審査会会長か

ら、両審査委員会が公平・公正に運営されること

はもちろん、審査委員会の審査決定は合議制によ

るものであり、合議が得られたもののみが審査基

準になるとの見解を示され挨拶とされた。

協議
1　社保・国保審査委員連絡委員会（7月 2日）
報告
山口県医師会報 1788 号に掲載のため省略。

2　先発医薬品と後発医薬品で適応が異なる薬
剤の取り扱いについて
（1）適応の異なる後発医薬品の審査取り扱いに
ついて
　先発品と後発品で適応が異なる場合、平成 14

年 8 月の合同協議会の協議結果にあるとおり、

能書どおりの審査取り扱いでよいか。

　後発品が奨励されている現状及び保険者からの

再審査申し出が増加していることから、再度協議

願いたい。　　　　　〔支払基金〕〔国保連合会〕
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 14 年 10 月 1日・社保国保審査委員合同協議会

　後発医薬品の使用についてはさまざまな問題が
あり、日医でも精力的に協議されている。現時点
は従来どおり、個々の製品名の【効能・効果】ど
おりの審査取り扱いとなる。

（2）適応の異なる後発医薬品の院外処方について
　調剤薬局において後発医薬品に変更できるの

は、療養担当規則上、先発医薬品と効能・効果

社保･国保審査委員合同協議会
と　き　平成 21年 8月 27 日（木）

ところ　山口県医師会館 6F 会議室

報告 : 常任理事　西村　公一
理事　萬　　忠雄

社会保険診療報酬支払基金審査委員　36 名
国民健康保険診療報酬審査委員　　　24 名

出席者

県医師会
会 長

副 会 長

副 会 長

専務理事

常任理事

常任理事

木下　敬介

三浦　　修

吉本　正博

杉山　知行

濱本　史明

西村　公一

常任理事

常任理事

常任理事

理 事

理 事

理 事

弘山　直滋

小田　悦郎

田中　義人

萬　　忠雄

田中　豊秋

田村　博子

理 事

理 事

理 事

監 事

河村　康明

柴山　義信

茶川　治樹

武内　節夫
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が同一の後発医薬品に限られると考えるがいかが

か。（適応の異なる後発医薬品を調剤した場合は、

薬局側の査定ではないのか）

　また、調剤薬局において先発医薬品に変えて後

発医薬品を調剤した場合は、調剤した薬剤の銘柄

等について、当該処方せんを発行した医療機関に

情報提供することとなっているので、この場合は

効能・効果が異なる後発医薬品の調剤を処方医が

認めたことになるが、情報提供のタイミングは、

多くは調剤された後になるのではないか。

　これらの問題について、処方医の処方せんへの

記載方法等も含めて、再度周知徹底したい。

〔支払基金〕

　後発医薬品の療養担当規則上の取り扱いについ
ては「効能・効果が同一性の・・・」となってい
るので、必ずしも同一でなくても、効能・効果の
異なる薬剤を含め、すべての後発医薬品が使用を
考慮する対象となっている。（厚生労働省回答）

後発医薬品の【効能・効果】は日々変更してお
り、同じ成分の医薬品であっても、【効能・効果】
の追加のタイミングが各社で違うこと等により、
医療現場での随時把握は困難と考えられる。以下
の方針は県薬剤師会会員に周知する。（山口県薬
剤師会）

本問題については、医師会及び薬剤師会双方
の相互協力が必要であり、以下のとおり適切な処
方がなされるよう対応願いたい。
　なお、「効能効果・用法用量等に違いのある後
発医薬品リスト」を山口県薬剤師会HPトップの
「情報 BOX」に掲載し、随時新情報を閲覧できる
よう協力いただいたので活用願いたい。

〈医師側〉
処方医は、先発品と後発品で適応が異なる薬

剤のリストを熟知して、処方した薬剤の適応が先
発品と後発品で異なる場合は、処方せんの当該薬
剤の近傍に「変更不可」と記載するよう努める。

〈薬剤師側〉
先発品と後発品で適応が異なる薬剤の後発品

に変更を行う際には、処方前に処方医に確認（疑
義照会）を行う。確認できない場合には、その
処方に関しては先発品を処方することを原則とす
る。
参考：「薬剤師は、処方せんを交付した医師、歯
科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、
これを変更して調剤してはならない。」（薬剤師法
より）

3　耐糖能障害等の病名に対する検査等の取り
扱いについて
　「耐糖能障害」、「糖代謝障害」の病名で、

HbA1c 、糖負荷試験等の検査が認められるか協

議願いたい。※「糖尿病」と同様の取り扱いとし

てよいか。　　　　　　　　　　　　〔支払基金〕
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 15 年 10 月 1日・社保国保審査委員合同協議会

　原則、「糖尿病」と同様として取り扱う。

4　皮膚科軟膏処置と創傷処置の取り扱いについて
　平成 20 年 4 月の点数改定において、100 ㎠未

満の皮膚科軟膏処置が基本診療料に含まれたこと

に伴い、従来、皮膚科軟膏処置として算定された

と考えられる処置内容を、100 ㎠未満の創傷処

置（45 点）として算定している事例が見受けら

れるが、レセプトの傷病名から審査判断すること

が困難な事例が多く苦慮している。

　100 ㎠未満の皮膚科軟膏処置に該当するもの

であれば、使用した薬剤のみの算定となるが、二

次的に潰瘍などを発症し創傷処置が必要となった

ものであれば、その旨レセプトに注記することに

ついて協議のうえ周知したい。　　　〔支払基金〕

　

白癬、湿疹等での創傷処置は認められない。
創傷処置が必要となる潰瘍、びらん等の病名ある
いは注記が必要。
　

5　会員からの意見要望
No.1　在宅自己注射に係る血糖自己測定加算の
測定回数の記載を求める返戻について　
国保において本年 6 月から在宅自己注射に係

る血糖自己測定加算の算定に対して、実際の測定
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回数の記載を求める返戻が多発している。レセプ

ト提出月の測定回数を記載するためには、患者に

電話で確認するか、翌月早々に来院して確認する

必要があり非現実的である。明細書記載要領では

「『摘要』欄に血糖自己測定の回数を記載する」と

されているのは承知しているが、平成 18 年度の

改定まで、測定回数が「1 日 ? 回」の算定方式で

あったのが、現在は「月 ? 回以上測定」に改めら

れており、実際は患者の測定ミス等を考慮して実

際の測定回数以上のグルコースセンサーを渡して

いるのが大半と思われ、レセプト提出時の実際の

測定回数の記載は困難と思われるがいかがか。

【防　府】

医療機関が請求する時点での予定回数で請求
願いたい。（中国四国厚生局回答）

No.2　一般病棟から療養病棟に転院する際の退
院時処方の査定について 
  一般病棟入院の患者が他院 ( 療養病棟 ) に転院

する際に、退院時処方を行ったところ査定された。

その理由として、療養病棟への転院に際しては退

院時処方は認められないとのことであるが根拠は

何か。　　　　　　　　　　　　　　　【防　府】

　算定ルール上は、療養病棟入院基本料を算定す
る患者に対して行った投薬は入院基本料に含まれ
ることになるが、転院の状況により個別判断が必
要となる。

No.3　薬剤の B査定について
　降圧剤の B 査定が目立つ。高血圧治療は用法・

用量どおりでは血圧コントロールができない事例

があり、重症例では倍量までは認めるべきである

がいかがか。　　　　　　　　　　　　【山口市】

　降圧剤に限らず重症例での薬剤の算定用量につ
いては、原則、【用法・用量】に適宜増減とある
薬剤は「2倍量」を上限とする。上限量が示され
ている薬剤はその量を上限とする。
( ※降圧剤の多種多剤併用の場合の取り扱いは、
別途協議することとなった )

No.4　漢方薬の多剤投与について
　国保の漢方薬の審査において、従来の申し合

わせと違い、画一的な査定（3 剤→ 2 剤）が行わ

れているので取り扱いを確認したい。また、175

円以下の薬剤は、頓用の用量について低薬価薬剤

の審査ルールが適用されるか伺いたい。【下　松】
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 21 年 8月・社保国保審査委員連絡委員会　

平成 2年 10 月 21 日・社保国保審査委員合同協議会

　

従来どおり（平成 21 年 7 月審査委員連絡委員
会）であり、3剤投与は必要性を注記し適宜減量
が必要。また、175円以下の臨時的処方に関しては、
低薬価薬剤の審査ルールが適用される。

No.5　術後感染予防のための注射用抗生剤の適
応について
術後感染予防のため注射用セフタジジウムを

使用し、保険請求したところ返戻となった。理

由は医師会報（H18.3）掲載のとおり、保険請求

が認められるのは第 2 世代までであり、第 3 世

代である注射用セフタジジウムは認められないと

いうことであった。しかし、薬品の添付文書には

世代の記載がないこと及び平成 18 年の協議から

は既に 3 年が経過していること。また、地域柄、

農家や漁家が多いこと等を考慮し、再度協議願い

たい。　　　　　　　　　　　　　　　【長門市】
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 18 年 3月・社保国保審査委員連絡委員会

　従来どおり、原則として第 2世代までが認め
られる。
　

No.6　強力ネオミノファーゲンシーの査定につ
いて
　他院で長年、強ミノ注を投与されていた「C 型

肝炎」患者が、定年帰省で当院を受診され、引き

続き投与したが 4 月、5 月分と査定された。理由

を伺いたい。（社保）　　　　　　　　　【柳　井】

　Ｃ型肝炎であっても「慢性」でなければ認めら
れない。
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No.7　注射用抗生剤の査定について
　「肺炎の再燃、緩解を繰り返すため、ミノサイ

クロン塩酸塩点滴静注用を 17 日間投与」「高熱

が持続し、敗血症状態が強く疑われたため、メロ

ペン点滴用キット 17 日間投与」と注記を付けて

請求したが、14 日分に査定される。注記を付け

ても 14 日分超は認められないのか。　【柳　井】
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 16 年 2月 1日・社保国保審査委員連絡委員会

　当事例でのメロペンの 14 日を超える長期間投
与は認められない。

No.8　トリガーポイント注射でのステロイド使
用について
　上腕骨外側上果炎（テニス肘）に対して、ト

リガーポイント注射でのリンデロン懸濁注の注入

を行ったが査定された。当該取り扱いが審査委員

合同協議会で協議されたのが平成 6 年であるが、

局所注射療法でのステロイド剤＋局所麻酔薬の使

用は医学的に妥当であることが、「今日の治療指

針 2009」（医学書院）でも掲載されている。し

かし、現在も「ステロイドの使用基準」により認

められない取り扱いであるか再協議願いたい。ま

た、この場合は局注あるいは腱鞘内注射等が保険

上適切であるのか併せて伺いたい。　　【岩国市】

　使用基準によりトリガーポイント注射でのステ
ロイド剤使用は認められない。この場合は腱鞘内
注射等が適切である。

No.9　小腸結腸内視鏡的止血術の査定について
　内視鏡的ポリープ切除術を施行の 10 日後に下

血があり、S 状結腸ファイバー検査の結果、手術

部位の小さい潰瘍底から大出血を来していたの

で、緊急内視鏡的止血術を行った。保険請求した

ところ、小腸結腸内視鏡的止血術が査定となり、

再審査を申し出たが原審どおりとなった。緊急内

視鏡的止血術の算定は妥当と考えるが協議願いた

い。　　　　　　　　　　　　　　　　【山口市】

　当該事例の算定は妥当。

No.10　呼吸心拍監視の査定について
　発作性不整脈が頻発するため、注記を付けて呼

吸心拍監視 30 日を請求したが、14 日に査定さ

れたため協議願いたい。（国保）　　　　【柳　井】
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 8年 8月 1日・社保国保審査委員連絡委員会

　

　従来どおり 14 日間が目安。

No.11　HbA1c 請求の返戻について
　セロクエル、ジプレキサを服用中の患者に多尿、

口渇等の糖尿病を疑う症状があるため、薬剤の副

作用を疑って HbA1c を施行し、「副作用チェック

のため」と注記を付けて請求するが、詳記を求め

られて返戻となる。この場合「糖尿病疑い」の病

名が必要か。（国保）　　　　　　　　　【柳　井】
〔関連記事〕「山口県医師会報」

平成 16 年 10 月 1日・社保国保審査委員合同協議会

平成 12 年 7月 1日・郡市保険担当理事協議会

平成 11 年 10 月 1日・社保国保審査委員合同協議会

　審査上、「糖尿病疑い」が必要。薬剤の副作用
チェックについては、従来どおり通常の生化学検
査の範囲までとする。

No.12　審査委員会と保険指導について
　診療報酬請求に関する諸問題については、山口

県医師会と中国四国厚生局及び県医務保険課の間

で、しっかり協議をして、診療報酬請求に誤りが

起こらないよう会員へ周知することが本来の保険

指導である。社保及び国保の審査委員会では請求

が了承されているにもかかわらず、実際には県内

各地で個別指導を実施し、医療の内容如何を問わ

ず高点数は悪い医療機関として行政指導している

ようであるが、それでは専門医療を志す医師の意

欲は落ち、地域を支える若い医師は育たない。指

導は罰則を前提にしたものではなく、教育という

基本姿勢に立ち返り、現状の保険指導について県

医師会担当理事、各審査委員及び行政の意見を伺

いたい。　　　　　　　　　　　　　　【萩　市】

　

　貴見のとおりである。
　ただし、各地で実施されている個別指導は、「指
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導大綱」に定められた教育的に必要なものであり、
一方の社保及び国保の審査委員会は、各月の診療
報酬の適正なレセプトを保険者へ請求するうえで
実施されるものであるため、守備範囲は異なる。
　県医師会としては、集団的個別指導を含め、高
点数のみを理由とした個別指導には従来から強く
反対し、当局に申し入れを行っている。

No.13　集団的個別指導（集個）の実施について
　保険指導の方法については、「高点数即悪」と

なることによる地域医療への悪影響が懸念されて

いる。県医師会報8月号（平成21年）「今月の視点」

において、本年より「中国四国厚生局は高点数医

療機関以外には通知（集団指導）しない。」とあ

るが、この対象となった高点数医療機関に対して、

2 年後から個別指導が行われることにより、実質

は本年が「集個」の元年になるのではないか。「集

個」による地域医療の崩壊という、本末転倒状況

とならないことが重要と考えるが、医師会及び指

導医である審査委員の先生方の見解を伺いたい。

【防　府】

現在、県医師会と中国四国厚生局の間では、
単年度の指導方法についてのみ協議しており、ご
意見のような「集個」に繋がる協議は行っておら
ず、本年度の集団指導の結果を２年後の集団的個
別指導の要件とすることは承知していない。
本年も例年どおりの全医療機関を対象とした

集団指導が実施される。「集個」の実施は断固反
対であり、岡山県、広島県とも連絡を取り合い対
応している。
また、医療費削減政策が今日の医療崩壊を招

き、これを反省し、医療費の確保政策が実施され
ようとしている現在において、各医療機関の平均
点数を基に、高点数医療機関を一律に保険指導す
る「集個」については、その意義無しとして見直
しを日医に提言していきたい。

No.14　「協会けんぽ」旧健康保険被保険者証の
資格過誤について
　社会保険庁解体による「政府管掌」から「協会

けんぽ」への移行に伴い、被保険者証の一括更新

が山口県でも始まる（8 月中旬～ 9 月中旬）。他

県では既に一括更新が始まっているが、旧被保険

者証の回収が不完全であるため、旧被保険者証に

より受診した患者のレセプトが、資格喪失過誤と

して返戻されている。山口県の状況について伺い

たい。　　　　　　　　　　　　　　　【下関市】

　

　山口県では、「医療機関に責のない資格喪失後受
診レセプト」については、保険者間で相殺するこ
ととし、医療機関に返戻することは認めていない。
　一括更新により問題が生じないよう、改めて「協
会けんぽ」山口県支部に要望書を提出した。

※以上の合意事項については、いずれも平成 21

年 10 月診療分から適用する。

お知らせ
1　「新型インフルエンザ」疑いに対するタミフ
ル等の保険請求について
　新型インフルエンザの疑似症例に対してタミフ

ル等を投与し、保険請求する場合は、審査委員会

で返戻等の処理が生じないよう、以下のとおり「イ

ンフルエンザ」病名は確定病名としてご請求くだ

さい。

〈病名例〉インフルエンザ（新型疑い）

また、特に迅速キットの結果によらず、症状
等から診断された場合もインフルエンザの確定病
名としてご請求ください。
なお、予防投与（濃厚接触者等）につきまし

ては、現在のところ保険請求は認められておりま
せん。

2　年末年始における夜間・早朝等加算について
（昨年、事務連絡済み）

　診療所の初診料又は再診料の加算点数（50 点）

である診療時間内の「夜間・早朝、休日又は深夜」

加算については、診療報酬上の休日として取り扱

う日（12 月 29・30・31 日及び 1 月 2・3 日）

の日中の診療（全患者）においても算定できます

のでご留意ください。（地方厚生局へ届出してい

る診療所が対象）
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　有床診療所担当理事である今村定臣日医常任理

事の司会で、平成 21 年度都道府県医師会有床診

療所担当理事連絡協議会が開催された。

開会挨拶
唐澤日医会長　平成 14 年に有床診療所に関する

検討委員会をプロジェクト委員会として立ち上

げ、平成 18 年度から常設委員会として有床診療

所の諸問題に取り組んできた。今回初めて有床診

療所担当理事連絡協議会を開催することになった

のは、昨今の医療崩壊といわれる状況に応じて、

地域医療の再生には有床診療所という医療資源の

活用が必要不可欠と考えているからである。休日・

夜間に医師や看護職員がいる有床診療所は地域の

救急医療を支えてきた。また分娩の約半数も診療

所が担っている。在宅で対応できない患者の受入

れにも対応しており、地域密着型の医療を行って

いる。一方で、有床診療所が無床化し、年々減少

傾向にあり、地域の医療体系にも影響を与え、医

療崩壊の要因にもなっている。

　日本医師会はこの度、厚労省とともに現地視察

を行った。地域住民の多用なニーズに応え、熱心

に熱意をもってやっておられる。しかし関係者の

熱意だけでは継続できない。有床診療所が減少す

れば、地域医療提供体制がますます混乱するのは

明らかである。

　このほかにも日本医師会として、有床診療所が

適正な評価を受け、今後もその機能を継続して発

揮できる体制づくりが急務であると考えている。

　本日は、厚生労働省医政局、保険局の担当者に

も出席いただいている。本日お越しの先生方には

有床診療所の適正な評価の確保に向けて忌憚のな

い意見をいただきたい。

議事
(1)「有床診療所を巡る動向について」

日本医師会常任理事　今村定臣
有床診療所の機能は五つに大別できる。それ

ぞれの有床診療所は一つだけの機能をもつとは限

らず、複数の機能を有することが多い。

①専門医療を担って病院の負荷を軽減し、地域医

療の崩壊を防ぐ

②地域の病院からの早期退院患者を含めた患者の

受け皿として機能

③地域の在宅医療の拠点診療所として在宅医療の

後方支援に病床を活用する

④終末期医療などのニーズが高まる分野への取り

組みを行う

⑤特にへき地・離島では唯一の入院施設として機能

有床診療所は、地域住民が身近で治療、療養で

きる施設としてわが国の地域医療を支えてきたが、

適正な診療報酬が設定されていないため、毎年約

千施設がやむを得ず病床の運用を断念している。

次期診療報酬改定に向け、厚生労働省に有床診

療所に対する理解を深めてもらうため、有床診療

所の視察及び関係者からヒアリングを行った。視

察者は厚労省、日医有床診療所に関する検討委員

会委員、都道府県医師会役員及び日医役員等であ

る。視察日と視察先は、平成 21 年 5 月 22 ～ 23

日福岡県（6 か所）の都市型診療所、5 月 29 日

和歌山県（1 か所）の比較的へき地の診療所、6

月 20 日広島県（4 か所）の中山間地域の診療所、

7 月 16 ～ 17 日北海道（3 か所）の工業都市で若

年人口が多い診療所である。視察を終えて、医療

提供体制全般について意見、要望をまとめている。

有床診療所に関しては、参議院厚生労働委員

会（平成 21 年 4 月 21 日）で、西島英利先生が

平成 21年度
都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協議会

と　き　平成 21年 8月 19 日（水）

ところ　日本医師会館小講堂
[ 報告 : 理事　河村　康明 ]
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有床診療所の今後の役割について、厚労省の考え

を質問され、厚労省医政局長は、有床診療所はニー

ズに対応できる重要な役割を担っているので支援

していきたいと考えていると、話されている。　

　地域医療再生のためには、有床診療所の活用が

時間的にも、財源的にも効果的である。有床診療

所の機能、役割を再認識してもらい、有床診療所

が地域で今後もその機能を果たせるよう、適正な

評価を求めていきたいと考えている。

(2) 有床診診療所に関する検討委員会での検討状
況について
有床診療所に関する検討委員会委員長　大道　久
有床診療所に関する検討委員会の経過報告は、

平成 14 年に設置され、平成 18 年度にプロジェ

クト委員会から常設委員会になった。平成 20 年

度から有床診療所の適正な評価に向けた方策とし

て発展と安定運営に向けて検討している。

有床診療所の入院基本料の底上げ、看護配置

基準の区分の見直しについて問題点を検討してい

る。個別課題としては、有床診療所の役割の機能

と明確化とその認知に向けた広報、ショートステ

イや 48 時間規制撤廃後の基準病床算定に伴う問

題点がある。

(3) 有床診療所の現状について
福岡県の大岩外科医院と広島県の徳永医院か

ら自院の収支報告書を提示し現状報告された。

(4) 諸問題に関する協議
低すぎる入院基本料について　　　＜北海道＞
複数の機能を有する「ケアミックス型有床診」
の看護配置基準について　　　　　＜三重県＞
新規開院、共同診察等の新しい有床診療所の制
度化について　　　　　　　　　　＜広島県＞
地域のニーズに応える有床診療所の新たな機能
の開発について　　　　　　　　　＜大分県＞
地域医療連携の中での有床診療所の位置づけの明
確化、入院基本料の引き上げについて＜沖縄県＞

今村日医常任理事　共通して入院基本料の低さの

指摘があり、関係者の総意と思うので日医として

も対応していきたい。また、入院基本料引き上げ

の一方で手厚い人員配置に対する評価、加算が必

要との意見もあった。複数医師による安定した共

同経営ができる制度や有床診療所の新規参入ある

いは継承のためにも手厚い人員配置に対する措置

などが必要との意見があり、新しい有床診療所の

制度化が医療法上での制度化であれば、次期医療

法改正に向けて検討が必要のため、意見を伺い委

員会で検討していきたい。

看護配置問題では、最大 19 床の有床診療所で、

看護職員を一般病床と療養病床で別々にカウント

するのは不合理と考える。有床診療所の入院基本

料は、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病

床入院基本料があり、極端な例として一般病床が

1 床でも「入院基本料１」を算定するには、5 人

以上の看護職員を配置する必要がある。有床診療

所と病院の病床は、別の機能であるという理解を

有するという考え方に切り替える必要がある。一

般病床と療養病床の複数の機能を有する、いわゆ

る「ケアミックス型有床診療所」に対して独自の

看護配置基準を設けるなど、ケアミックス型への

柔軟な対応によって、小回りの利く形で運用でき

ることになり、地域医療を円滑に進めることに繋

がる。最優先課題として厚労省などに強く求めて

いきたい。有床診療所が診療報酬上の評価を受け

るためにも地域医療の中での位置づけの明確化が

必要であるということだと思う。

医療計画の基本指針の中で、既に診療所にお

ける医療の提供に関しては、例えば居宅等におけ

る療養を支える入院医療の提供も可能である有床

診療所の特性など各診療所の地域における役割を

考慮することが重要である、と書き込まれている。

有床診療所は診療科や地域によっても機能は

さまざまのため十把一絡げの議論ができにくい現

状である。今後、特に必要性が高まるのは、高齢

者の医療介護に関する分野での役割だと思うが、

その一方で病院勤務医の疲弊が言われる中で、例

えば産科、外科、整形外科の有床診療所が分娩や

手術を引き受け、勤務医負担が現実に軽減してい

るという状況を考えると、勤務医対策への支援と

しても主張していき、病院、有床・無床診療所、

介護施設といった全体の提供体制の中で、地域の

特性に応じた医療需要、介護需要などをベースに

考えていく必要がある。これまで行政、国民に対
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して、有床診療所が地域でさまざまな機能を果たし

ており、今後も地域住民のために必要な医療を提供

しているというアピールが不足していた。各地域に

おいて医療審議会等で有床診療所の果たしている機

能、役割の重要性について、例えば医療計画に書き

込めるよう積極的な対応をお願いしたい。

新型老健への転換に伴う栄養士の配置基準、ま
た新規病床への対応について　　　＜佐賀県＞
三上日医常任理事　日医としては転換には慎重で

ある。栄養士の配置基準は今後検討が必要である。

厚労省　有床診療所はなくてはならないと認識。

有床診の位置づけ、活用の方向性等、日医の総意

をまとめ、今後医療法改正にどのように繋げてい

くべきか教えていただきたい。法律の改正または

通知等による不法審査か、考える場を設けたい。

病床の新規参入、再開問題も対応したい。

稼働していない病床を居宅扱い（活用）するこ
とについて　　　　　　　　　　　＜大分県＞
厚労省　意見として伺う。

「地域医療再生計画」について　　＜岡山県＞
竹嶋日医副会長　地域の行政と連携をとり計画し

てほしい。

ショートステイについて　　　　　＜栃木県＞
日医　窓口は都道府県のため、進めてほしい。

「地域医療再生計画」における有床診療所のネッ
トワーク構築計画について　　　　＜岐阜県＞
厚労省　病床数全体について議論する認識をもっ

ている。

継承問題と地域における病院勤務医、開業医の
位置づけについて　　　　　　　　＜広島県＞
厚労省　21 年度医療経済実態調査を工夫する。

有床診療所の稼働状況を分析し状況把握する。

有床診療所の医療体系について　　＜高知県＞
日医　委員会でも議論になっている。入院基本料

の底上げを求める。有床診療所は一人医師が基本

と共通認識している。

長崎県　日医の重点項目を入院基本料のアップと

決めて 2010 年度政府予算を厚労省と交渉してほ

しい。日医のスタンスを決めていただきたい。

日医　入院基本料の引き上げを最優先したい。入

院基本料に含まれているいわゆるホテルコスト部

分は病院、有床診療所や診療科に差はない。底上

げして地域の医療が円滑に回れば地域住民に理解

が得られ、政府・厚労省が目指す安心な提供体制

に近づく。有床診の活用こそ地域医療体制の要で

あると主張していく。費用対効果からみても現実

的な対応である。今後中医協でも理解が得られる

ようデータを示して地域現場を説明していく。

埼玉県　底上げは必要だが、そのためにいろいろ

な条件を飲まないでいただきたい。

福岡県　有床診療所は日本の地域医療の原点だ。

われわれはやりがいがあるので続けている。また

勤務医の身体・精神的疲弊の軽減に必ず結びつく。

総括
竹嶋日医副会長　日本医師会は患者、国民の皆さ

んが安心して地域医療を受けられるようなシステ

ムを作っていく。フリーアクセスや格差、良質な

医療を平等に受けられない地域格差がでているの

でそれをどうするか、3 番目にそれをネットワー

クでカバーしていきたい。

今回初めてとなる担当理事連絡協議会の開催

は日医として対応が遅すぎた。唐澤日医会長は冒

頭の挨拶で、「地域医療の再生には有床診療所と

いう医療資源の活力が是非とも必要不可欠と考え

ている」と言われた。まさにこの言葉に尽きると

思う。社会保障審議会医療部会や中医協の場で日

医として十分意見を出していきたい。

昨年 4 月から、有床診療所に対しては、今村

日医常任理事を中心に各分野で新しい展開を駆使

している。診療報酬提供体制の底上げができるよ

うにやっていきたい。
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特別講演Ⅰ
最近の労働安全衛生の動向について

山口労働局安全衛生課長　小田　健一
　労働災害による死傷者数は、昭和32年の7,577

人をピークとして長期的には減少している。平成

20 年の死傷者数は 1,520 人（うち、死亡 9 人）と、

過去最小を記録した。業種別にみると、製造業が

429 人（28.2％）と最も多く、次いで建設業 267

人（17.6％）、商業 223 人（14.7％）となっている。

一般健康診断実施状況は、大規模事業場では

法定事項が順守され問題はないが、従業員が 50

人～ 100 人の職場では産業医の選任は 6 ～ 7 割

に留まっている。健康診断の実施は全体的に良好

であるが、事後措置等はまだまだの状況である。

　第 11 次労働災害防止計画のなかで、平成 24

年度において、平成 19 年度と比して死亡者数に

ついては 20％以上減少させること、死傷者数に

ついては 15％以上減少させることとしている。

さらには、労働者の健康確保対策を推進し、定期

健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めを

かけ、減少に転じさせることとしている。

行政側からみた労働安全衛生の主目標として、

各事業場における自主的な活動を促進することが

ある。行政の立場から事業場で核となって活動す

る者（衛生管理者、産業医、人事担当者など）に

対して、さまざまな手法（ガイドライン、自主基

準、表彰、指導対象指定、トップへの働きかけな

ど）によって支援している。具体的支援内容とし

て、体制の整備（産業医や衛生管理者等の選任、

衛生委員会の開催）、健康診断の実施とその事後

措置や健康指導、特殊健康診断の実施、環境測定

などがある。自主的活動としては、各種指針に基

づく対策、快適職場の推進、メンタルヘルス対策

などに取り組むよう支援している。

最近の衛生行政の傾向としては、個別規制か

ら包括規制へと移っている。具体的には、MSDS

（Material Safety Data Sheet：化学物質等安全デー

タシート）の活用やリスクアセスメントに基づく

対策を自主的に行うなどがある。振動障害防止に

ついては、現行指針では振動の大きさに関係なく

作業時間で規制（2 時間）されていたが、新しい

指針では振動曝露時間等で規制されることとなっ

た。従来の枠を超えた対策としては、派遣労働者

や離職者等への対応も実施されている。健康管理

手帳の交付対象者が拡大されており、石綿取扱い

作業に周辺作業が追加された。

最近の労働衛生行政の課題としては、健康診

断対策では、その実施と事後措置の徹底が重要で

あると考えている。健診の体制整備として、実質

的な衛生管理者等の確保は重要である。地域産業

保健センターを活用して事後措置や健康診断の受

診指導を行う必要がある。過重労働対策では、脳・

心臓疾患に係る労災請求・認定件数の増加で、そ

の重要性が叫ばれている。労働時間は長短二極化

しており、医師による面接指導が重要である。メ

ンタルヘルス対策は、自殺者数の増加（全国で 3

万人以上、うち労働者は約 28％）が問題となっ

ている。強い不安、悩み、ストレスがある労働者

は増加しており、職場におけるメンタルヘルス対

策の充実強化が必要である。「労働者の心の健康

の保持増進のための指針」も出ており、メンタル

ヘルス支援事業を活用することもできる。

特別講演Ⅱ
面接指導の手法とその実践
産業保健相談員（産業医学担当）吉野内科循環器科

吉野文雄
　1990 年代頃より長時間労働・メンタルヘルス

不調をめぐる諸問題（電通事件等）が多発するよ

うになり、その結果現在では過重労働・メンタル

山口県医師会産業医研修会
と　き　平成 21年 9月 5日（土）15：00 ～ 17：00

ところ　山口県総合保健会館 2F　第一研修室

[ 報告 : 理事　茶川　治樹 ]
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ヘルス対策は最も重要な産業医活動になった。そ

のため平成 18 年 4 月に労働安全衛生法の一部改

正が行われた。改正労働安全衛生法では、以下の

ように記載されている。

・事業者は過重労働等の者に対して、医師による

面接指導を行うこと。

・労働者は事業者が行う面接指導を受けること。

・事業者は面接指導の結果の記録を作成し、５年

間保存すること。

・事業者は面接指導の結果、必要な措置について

医師の意見を聴くこと。

・事業者は適切な措置を講ずること。

過重労働対策では、事業者は時間外労働時間

が 100 時間を超え、面接の申し出を行った者に

対して、医師による面接指導を受けさせる義務

がある。また、事業者は時間外労働時間が 80 時

間を超え、疲労の蓄積が認められ面接の申し出を

行った者及び事業場で定めた基準に該当する労働

者に対して、医師による面接指導を受けさせる努

力義務がある。過重労働対策を衛生委員会の調査

審議事項とすることや産業医は必要と認めた労働

者に、面接勧奨ができるとなっている。この面接

指導の目的は、過重労働による脳・心臓疾患とメ

ンタルヘルス不調の早期発見と対応、及び“過労

死”、“過労自殺”の防止である。

常時 50 人未満の労働者を使用する小規模事業

場も、平成 20 年 4 月から長時間労働者への医師

による面接指導制度が適用されることとなった。

産業医をもたない事業場は地域産業保健センター

を利用して面接指導することが多くなると考えら

れる。

医師による面接指導の留意点は以下の通りで

ある。

・面接指導における会話の流れを阻害しないよう

に留意しつつ、個人情報の取扱いについて事前の

承諾を得るように努める。

・最初の数分は、本人との関係を築くための時間

として用いる。

・必要に応じ、医師自身のメモを記入して後の参

考とする。

・労働者が、面接者がたずねた質問に対する回答

の範囲を超えて個人情報まで話してしまった場合

は、面接の最後に、聴取した内容のうち事業者に

伝達してよいと考えられる事項については、改め

て承諾を得る。

・本人が事業者への開示を拒否した内容について

も、本人の安全や健康の確保に不可欠であると考

えられるものについては、事業者が適切な措置を

とれるように健康情報を労務管理上の情報に加工

するなどして伝達する。

・疲労やストレスの蓄積による不調に対して、う

つ病の診断基準を満たせば専門医療機関への要受

診と判断する。しかし、うつ病の症状の継続は必

ずしも 2 週間にこだわる必要はない。

・専門医機関への受診・日常業務への支障・自殺

念慮など、面接指導時のメモが証拠として重要で

ある。

・メンタルヘルス関連の情報は、企業により不適

切な乱用がされることのないように、取扱いにつ

いて企業に助言する。

・記録の保管は、法的な守秘義務のある医療職の

担当者が保存する体制をとることが望ましい。

・意見内容は、労働者および事業者（管理者）の

双方が納得できる内容とし、必要に応じて検討の

場をもつ。

・詳細な指導、勧告が必要な場合は、「事後措置

に係る意見書」を作成して内容を明確にする。

・就業指導は、事業者に意見を述べる前に、当該

労働者との話し合いや、管理監督者、人事担当者

を交えた話し合いが必要である。

・就業制限の考え方として、労働時間短縮の目安

は 1 か月とする。

・労働時間の短縮は具体的に記述して、理解しや

すい表現とする。

・勤務形態の変更は、規則的な生活や厳格な規則

的服薬が指示されている場合は特に活用すべきで

ある。

　該当労働者が医療機関を受診し、必要あれば継

続した医療が受けられるように、事業者側の融通

や配慮を促す。
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開会挨拶
木下会長　過去 2 回の介護報酬の改定において、

2 回とも下げられていたが、今回プラス改定と

なった。しかし過去のマイナス分は取り返せてい

ない。介護報酬が少ないことが介護現場の混乱を

招く一因である。医療と介護の充実を図ることが、

他の産業に比べても雇用にも経済にも良い影響が

あることを訴えている。日医を通じて今後とも主

張を国へ伝えていく。活発な議論をよろしくお願

いする。

協議事項 1
 第 4 期介護保険事業計画について
山口県長寿社会課　第三次やまぐち高齢者プラン

の概要について説明する。このプランは介護保険

法に基づく介護保険事業支援計画と老人福祉法に

基づく老人福祉計画として位置づけている。今後

3 年間の高齢者保健福祉推進の基本となるもので

ある。計画策定の基本的な考え方は、全国より

約 10 年早いペースで高齢化が進行しており、高

齢者を取り巻く環境の変化等を踏まえ、幅広い分

野にわたる実効性のある計画として策定した。策

定の視点としては、まず、今後のさらなる高齢化

を見据えて 3 年間のサービス見込量を設定した。

平成 27 年には団塊の世代がすべて 65 歳以上に

なる。次に施設整備等の広域調整を図り、市町計

画との整合性を確保した。最後に可能な限り数値

目標を設定し、県民にわかりやすい計画とし策定

した。

　次に計画のポイントとして五点ほど説明する。

第一に基本目標として、「だれもが、生涯にわたり、

住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮ら

せる社会づくり」がある。

第二に高齢者人口等の推計であるが、65 歳以

上の人口は計画前で 39.4 万人であったのが、平

成 23 年度には 41.2 万人になると推計する。そ

のうち要支援・要介護認定者数は 6.9 万人であっ

たものが、7.4 万人になると推計する。

第三にサービス見込量であるが、要支援・要

介護認定者数の増加を踏まえ施設・居宅のサービ

ス利用者数を見込んでいる。施設サービス利用

者数は計画前が 13,974 人で、平成 23 年度には

15,098 人になると見込んでいる。居宅サービス

利用者数は計画前が 45,346 人で、平成 23 年度

には 50,030 人になると予想している。

第四に介護サービス提供体制の整備について、

施設・居住系サービスについては、居宅サービス

とのバランスにも配慮し、療養病床の再編成を円

滑に推進しながら、提供体制の整備を進める。例

えば、中軽度者の受け皿としてグループホーム等

の居住系サービスの必要量を整備する。

第五に県民にわかりやすい計画として、施策

第 23回介護保険対策委員会
と　き　平成 21年 7月 9日（木）15：00 ～ 17：00

ところ　山口県医師会館 6F 会議室

[ 報告 : 常任理事　西村　公一 ]

介護保険対策委員
斎藤外科眼科　　　　　　　　　斎藤　　永
( 医 ) 徳山ファーストクリニック　西村　敏郎
( 医 ) 医誠会都志見病院　　　　　村田　秀雄
( 医 ) 三志会藤本循環器科内科　　藤本　俊文
　　　　
山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班
主　 査   池田　　誠
主　 査   磯村　　隆

（医）陽光会光中央病院
院長　 丸岩　昌文

山口県医師会
会　　長　木下　敬介
常任理事　西村　公一
常任理事　田中　義人

出席者
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を着実に推進するため、数値目標を設定した。

委員　在宅介護がうまく機能していない懸念があ

る。例えば、要介護度が高くない方の衣食住の中

で、特に「食」の部分が難しい面がある。高齢者

の賃貸住宅の整備も積極的に検討をお願いする。

委員　介護療養病床から介護老人保健施設に転換

した場合、療養型に入っていた方はずっとそこに

いることができるのか。法的に期間は決まってい

るのか。

県長寿社会課　期間は決まっていないが、介護老

人保健施設は在宅復帰のための中間施設である。

入所している方についてどのくらいの期間しか入

所できないという縛りはない。ただし施設として

の位置づけはある。

県医　以前に比べて、老人保健施設の中間施設と

いう性格がなくなっているのでないか。

県長寿社会課　一定期間ごとの状態把握やプラン

の見直しはある。一年経ったから出ないといけな

いということはないが、あくまで中間施設であり、

特養とは違う。

委員　在宅介護に移れる現状ではない。あまり厳

しくすると現状と乖離してしまう。中間施設とい

う位置づけにも疑問がある。

委員　介護職員処遇改善交付金についてご説明願

いたい。

県長寿社会課　15,000 円という分かりやすい数

字が注目されているが、これは全国ベースの話で、

理論値である。事業所の状況によっては必ずしも

そうならない。一律に 15,000 円ということでは

ない。交付金額を上回る額の賃金改善が必要だが、

1 円でも上回ることが条件であると聞いている。

委員　山口県は 10 年早いペースで高齢化が進行

しているので、国より 10 年先取りした施策を検

討してほしい。

委員　介護福祉士の仕事の領域についても、療養

病床の転換等を踏まえて検討していただきたい。

協議事項 2
主治医意見書記載のためのマニュアルについて
光中央病院長　丸岩昌文　主治医意見書を記載す

ることに慣れていない方を対象に作成する。この

度、介護保険の認定調査が変更され、主治医意見

書の重要性がさらに増している。一次判定に関連

してくるものははっきりさせたい。

　このようなマニュアルがあれば、医師のストレ

スも減り、認定審査もスムーズに進むと思う。さ

らに簡単なレクチャーも行うと、より理解が進む

のではないか。

　

県医　会員に配布する予定である。レクチャーの

開催についても検討したい。

委員　認知症の症状について、かみくだいた表現

があると良いと思う。

県医　介護認定審査会のあり方について、要介護

度変更の要件が特記事項に変わったため以前より

も詳細な記述が求められるようになった。現場の

負担が大きくなった点や認定審査会での要介護認

定のあり方、膨大な資料について、介護保険対策

委員より提言があった。

委員　朝令暮改の感があり、全くその通りである。

委員　制度そのものへの意見であるが、判定を受

けてサービスを全く受けない方もいる。何回も更

新を申請する。この点も指摘しておきたい。

報告事項
中国四国医師会連合総会（第一分科会について）
　平成 21 年 6 月 6 日、7 日に中国四国医師会連

合総会・各種分科会が島根県松江市で開催された。

介護保険関係では、認定審査会の現状や介護保

険の問題点等に関する議題が提出された。詳細に

ついては山口県医師会報を参照のこと。（平成 21

年 7 月号 606 頁から 612 頁）
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特別講演１
国体における医師（医療従事者）の役割

筑波大学大学院人間総合科学研究科
スポーツ医学専攻准教授　向井直樹

今回の特別講演１の座長は、山口県医師会ス

ポーツ医部会の河合伸也部会長が務められた。講

師の向井直樹先生は、現在、国体をはじめとして

オリンピックなどの医科学サポート委員としてご

活躍され、最近では北京オリンピックの陸上代表

のチームドクターとして有名である。平成 23 年

の山口国体に向けて、医療サポートの現状はま

だまだこれからであり、非常に機を得たご講演と

なった。以下に要点を記す。

スポーツ大会における医療従事者の活動には、

運営側としての救護、ドーピングコントロール、

参加者側としての競技者サポート、以上の三点が

あるという。ドーピングコントロールは、特別講

演２で取り上げられるため、向井先生は、前半に

２年後の国体で県内の多くの医師が携わることに

なるであろう「救護」について、また、後半に「競

技者サポート」について述べられた。

「救護」については、国体における医務・救護

面での競技会場の施設、設備、人員配置などの望

ましい体制作りを示された。必要な物品の準備、

バックアップ医療機関との連絡の例なども示さ

れ、過去の大会での救護利用状況も紹介された。

競技会における医事管理の範囲として、競技

者、競技会場のみならず、観客や練習会場などの

競技会に関連するすべてで医療サービスが受けら

れる体制作りが望まれることを示された。

通常、国体の救護活動は、日体協で承認を受

けた「医療救護要項」に基づき行われているが、

現時点では十分な救護体制ができているとはいえ

ない。例えば、救護の処置記録、救護日報等が、

非常に大雑把であり、後でまとめにくく今後に生

かせてないなどの問題がある。日体協は、救護の

現状の把握、予防に役立たせるため、現在新しい

体制作りを検討中であり、山口国体から試される

予定であるという。

また、新たな取り組みとして、IOC と国際陸

上競技連盟及び国際サッカー連盟の三者が共同し

て作成した統一スポーツカルテである「競技中の

障害・疾病調査」の調査用紙を紹介された。今後、

国体でも使用され、スポーツに係わる障害・疾病

の集計に広く利用したいと考えているそうだ。こ

の調査用紙に関しては、向井先生から医師会員の

皆様にもぜひご周知していただき、ご意見をいた

だきたいとのことであった。

他の新しい取り組みとして、来年の千葉国体

から初めて救護班に「スポーツトレーナー」が登

用される。これまでの救護班は、医師、看護師、

薬剤師、事務職員であったが、スポーツと関係が

深いトレーナーが加わることにより、特に競技エ

リアでのファーストエイドの充実が期待できる。

平成 21年度山口県医師会スポーツ医学研修会
山口県医師会スポーツ医部会総会

山口県医師会健康スポーツ医学実地研修会

と　き　平成 21年 8月 2日（日）10：00 ～ 16：00

ところ　山口県医師会館 6F 大会議室

報告：スポーツ医部会理事　吉金　秀樹
県医理事　城甲　啓治

スポーツ医部会理事　和田　崇子
健康スポーツ医学委員　川上　俊文
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その他、留意点として、医療スタッフによる選手

の処置後、選手が競技を継続するか否かの最終決

定は選手団関係者が行うことが通例であるとのこ

とであった。

救護の開設時間は、開門 1 時間前から終了後

30 分が一般であり、われわれの勤務時間の参考

となる。医療関係者の服装として、従来の「腕章」

では分かりにくいため 、最近では、身体の前後

に大きく「救護」と書かれた「ビブス」を用いる

ことが多くなった。救護の利用状況では、開会式

などでは、観客が多いこと、競技別では、相撲、

レスリング、空手、自転車、ボーリングなどが多

く、過去の状況を踏まえて十分な対策が望まれる。

「競技者サポート」では、帯同ドクターのあり

方について、ここ数年日本体育協会国体医事部会

で話し合われた内容について紹介された。国体で

すべての都道府県から帯同ドクターを派遣される

ようになったのは平成 11 年からであるが、十分

な業務ができていないのが現状である。このため、

帯同ドクターのあり方に関する提言づくりが必要

となり、指針が作成されたという。

帯同ドクターによるメディカルチェックの方

向性にも言及された。メディカルチェックは、選

手の安全性の向上に行われるが、競技成績向上に

役立てることができれば理想的である。最近、国

体委員会よりメディカルチェックの推奨項目が策

定された。今後はこの項目にしたがって行われて

いくことが期待される。　　　　

帯同ドクターは、大会期間中の対応だけでは

なく、大会以前から継続的に係わり、大会の事後

措置も含めて活動することが望ましい。また、将

来に活かすことができる記録を残すこと、「帯同

ドクターが何をすべきか」についてそれぞれの医

師が共通認識をもつこと、「帯同ドクターが何を

してくれるのか」をコーチ、選手に知ってもらう

ことが重要であるという考えを示された。

　以上、国体での医療活動の現状と課題を的確に

述べられ、今後、われわれ医師会員が山口国体に

向けてなすべき方向がわかる、とても参考になる

ご講演であった。

[ 報告：スポーツ医部会理事　吉金　秀樹 ]
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山口県医師会スポーツ医部会総会
　特別講演 1 に引き続き、平成 21 年度山口県医

師会スポーツ医部会総会が開催された。まず、三

浦副会長及び河合部会長より挨拶があり、続いて

議事の説明があった。議事の内容は次のとおりで

あり、満場一致の拍手により承認された。

平成 20年度　
山口県医師会スポーツ医部会事業報告
1　総会
開催日時　平成 20 年 6 月 29 日（日）午後 3 時

出席者　114 名

協議事項

　(1) 会則案について

　(2) 役員の選出について

　(3) 運営方針ならびに今年度の事業計画について

　(4) その他

2　役員会
第 1回
開催日時　平成 20 年 10 月 19 日（日）午後 1 時

協議事項

(1) おおいた国体ドクターズ・ミーティングの報告

(2) ドーピングおよび帯同に係る問題点について

(3) その他

第 2回
開催日時　平成 21 年 3 月 19 日（木）午後 3 時

協議事項

(1) 平成 21 年度スポーツ医部会総会について

(2) スポーツ医学研修会について

(3) 郡市医師会山口国体担当理事の設置について

(4) その他

3　研修会
スポーツ医部会設立記念講演会
開催日時　平成 20 年 6 月 29 日（日）午後 1 時

出席者　114 名

（スポーツ医・医師会員97名、コメディカル11名）

特別講演 1
「働く人のためのメタボリックシンドローム撃退

作戦～はらすまダイエットによる食事と運動指

導～」

　講師：株式会社日立製作所日立健康管理センタ

放射線診断科主任医長　中川　徹　先生

特別講演 2
「スポーツ医療の問題点とスポーツ医の役割」

　講師：横浜市スポーツ医科学センター長　

中嶋　寛之　先生

　　　　

4　事業
(1) 大分ドクターズ・ミーティングの視察

(2) 郡市医師会山口国体担当理事設置に向けた検討

(3) その他

平成 21年度
山口県医師会スポーツ医部会事業計画（案）
1　総会の開催
　開催日　平成 21 年 8 月 2 日（日）

　協議事項

　　1　平成 20 年度事業報告

　　2　平成 21 年度事業計画案

　　3　その他

2　役員会の開催
　開催日　第 1 回　平成 21 年 10 月 1 日（木）

　　　　　第 2 回　平成 22 年 2 月 4 日（木）

3　郡市医師会山口国体担当理事との合同会議
　開催日　第 1 回　平成 21 年 7 月 9 日（木）

　　　　　第 2 回　平成 21 年 10 月 1 日（木）

4　研修会の開催
　開催日　8 月 2 日（日）

5　事業
　(1) 新潟国体ドクターズ・ミーティングの視察

　(2) その他

[ 報告：理事　城甲　啓治 ]
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特別講演 2
ド－ピング防止最前線
丸紅健康開発センター所長
日本アンチドーピング機構評議員
競技団体連絡会議運営委員会委員長　山澤　文裕

かつてドーピング検査は、オリンピックなど選

ばれたトップアスリート選手のみに関係するとい

う感覚であったが、2003 年より国体にドーピン

グ検査が導入されたこと、2006年 12月 26日に、

日本政府が批准したユネスコドーピング防止国際

規約が 2007 年 2 月に発効され、すべてのスポー

ツ団体がドーピング防止活動をしなければならな

いことから、われわれスポーツに携わる医師にも、

アンチドーピング活動は、切っても切り離せない

事柄となってきた。

以前は、県内でドーピング検査を行える検査

官の養成も必要と考えられてきたが、JADA（日

本アンチドーピング機構）の体制確立に伴い、国

体においても検査そのものを一般のドクターにし

ていただくことはない。しかし、県内から出る選

手にドーピングを起こさないように禁止物質を処

方することを避けること、TUE（治療目的使用に

係る除外措置）作成に対する理解などは、とても

重要である。

　ドーピングとは、禁止されている薬物や方法を

用いて競技能力を高めること、禁止されている薬

物の使用を隠蔽することとある。ドーピング防止

規則違反として、8 項目あり、競技者検体に禁止

物質、代謝物質、マーカーが存在したり、禁止物

質・方法を使用・保有することだけでなく、検体

採取の拒否、回避を行ったりすることも規則違反

とできる。また、国体選手以上のトップアスリー

トについては、居場所情報を登録する義務が現在

生じているが、その居場所情報をきちんと提出し

ないことも規則違反とされている。ドーピングコ

ントロールの意義は、スポーツ参加する人々の肉

体的・精神的健康を守ること（健康的側面）、スポー

ツ倫理・フェアプレーの価値を維持し、共通性・

統一性を守ること、いかなるレベルにせよスポー

ツに参加する人々の権利を保護すること（競技的

側面）、国民の薬物乱用を予防する（社会的側面）

といったものがある。日本政府がユネスコドーピ

ング防止国際規約を批准したことにより、文部科

学省管轄のすべてのスポーツ団体がドーピング防

止活動をしなければならなくなった。すでにス

ポーツ界だけの処分ではすまない時代であり、各

国においてもアンチドーピング法をもつ国が多い

ので、ドーピングは刑事犯罪としても扱われる。

ドーピング検査の方法としては、大会の行われ

た際に施行する競技会検査 (ICT) と練習場所など

に検査官が出向いて行ういわゆる抜き打ち検査、

競技会外検査 (OOCT) があり、検査検体としては

尿の採取が主であるが、場合によって血液検体も

採取する。2008 年に行われた北京オリンピック

については、計 4,770 件行われ、陽性は尿検体

においては ICT で 7 名、OOCT で 2 名、血液検

体において 6 名であった。以前社会主義国家に

おいて、国家的戦略のもとにドーピングを行って

いた指導者が社会主義国家崩壊とともに世界にち

らばり、いったんは減少したドーピング陽性者も

再び上昇し、この頃では、世界で行われている全

検査のうち 2％程度が陽性となる。また、手口も

だんだん巧妙となっており、人工的に作り出した

薬剤を使用したりすることもあるため、検体は 8

年間保存し、後日そういった物質が同定できるよ

うになった際、必要に応じて検査を再度行って、

さかのぼって判定をすることもできるようになっ

た。使用されている物質としては、蛋白同化薬が

実に多く、違反が疑われる分析報告全体の 48％

近くにあたる。今回ハンマー投げ室伏選手にメダ

ルをもたらしたのも、ベラルーシの選手がドーピ

ング違反であったためだが、彼らも蛋白同化薬の

使用が、尿中 T（テストステロン）/ET( エピテ

ストステロン ) 比が、基準を超えていたことで判

明した。そのほか、通常人間の体内ステロイド C

骨格と、薬剤性の C 骨格が異なることを利用し

て検査を行う IRMS 法を使用して禁止薬物等の使

用がないかを判定することもある。

ドーピング方法としては、禁止薬物、方法を

使用したり、尿の細工、置換、希釈などによる隠

蔽工作を行ったりする以外に、他人を陥れる形の

パラドーピングも含まれる。世界ドーピング防止

プログラムとしては、WADA（世界アンチドーピ

ング機構）code を元に、毎年禁止表（禁止物質、

方法）、治療目的使用適用除外措置（TUE）、検査

方法などの見直し、改定を行っている。よって禁
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止方法や物質についても毎年変更があるため、禁

止表などについては、WADA・JADA のホームペー

ジを参照に確認が必要である（文末に示す）。

採尿時は、同性の検査官の監視下のもとに採

尿し、2 本のビンに移し変えの作業も、本人にし

てもらう。これは、パラドーピング防止のためで

もある。今年からは検体量として 90ml 以上の尿

を採取してもらうが、90ml に足りない場合は、

合計 90ml 以上になるまで採尿を繰り返し、また、

量が十分でも尿比重が 1.005（屈折計にて）以下

の場合は追加で検体をとってもらうこととなる。

毎年、禁止物質などについては変更があると

記したが、なかなか一般名の表記がされた禁止表

のみでは、どの薬が使えるのかがわかりにくい。

その際は、日本薬剤師会 HP にある、「薬剤師の

ためのドーピング防止ガイドブック」が参考にな

る。これも毎年改定されており、PDF（電子文書）

での閲覧、検索が可能であるため、外来で使用薬

剤が安心して使用できるか否かの参考となるであ

ろう。

　選手、指導者の皆さんには、基本的に栄養素は

十分な食事で摂ることが基本であることを重々指

導いただきたい。サプリメントの使用も当然ある

と思うが、世界で流通している 20% 程度のサプ

リメントで蛋白同化剤の混入がある。よって海外

のサプリメントは使用すべきではない。また、最

終的には口に入るものすべてが選手自身の責任で

あるが、常日頃から最高の舞台で最高のパフォー

マンスが発揮できるよう生活、栄養指導などにお

いても、関係医師等からのアドバイスを、選手や

その周囲の方へしていただくようお願いしたい。

＜参考ホームページ＞

日本アンチドーピング機構　http://www.anti-do

ping.or.jp

日本薬剤師会　薬剤師のためのドーピングガイド

ブック

　http://www.nichiyaku.or.jp/contents/antidopi

ng/default.html

世界アンチドーピング機構　http://www.wada-a

ma.org/en/

[ 報告：スポーツ医部会理事　和田　崇子 ]

山口県医師会健康スポーツ医学実地研修会
（特別講演３・実地指導）

8 月 2 日、県医師会大会議室において、平成

21 年度山口県医師会健康スポーツ医学実地研修

会を行った。テーマは「運動器不安定症」であり、

最初「運動器不安定症について」という演題で、

山口大学大学院医学系研究科システム統御医学系

整形外科学教授の田口敏彦先生の講演を聞いた。

次いで、「運動器不安定症に対するリハビリテー

ションの実際」と題して、山口大学医学部附属病

院リハビリテーション部主任理学療法士の泉　博

則先生の実地指導を受けた。要旨は次のとおりで

ある。

まず、講演は、「運動器とは、運動器を構成す

る骨・関節・筋・神経を含む運動に関与する器官

の総称であり、不安定症とはバランス能力・移動・

歩行能力の低下により転倒リスクが高まった状態

である。」と運動器不安定症の概念から始まり、「運

動器の障害による日常生活動作の低下は、男性で

13.6 歳、女性で 5.4 歳の加齢に匹敵する」とい

う橋本氏のデータを引用し、運動器の障害は寿命

にも関係するとしてその重要性が説かれた。

その機能評価基準は、「1. 日常生活自立度がラ

ンク J 又は A( 要支援か要介護 1 、2)　2. 運動能

力で①開眼片建起立時間が 15 秒未満、又は② 3

ｍ timed up go（3MTUG）11 秒以上」でなされ

ることが紹介された。

実際には介護保険での「要支援の原因とし

て、関節症が 17.5％、骨折転倒が 10.5％」、「要

介護の原因として、関節症は 8.9％、骨折転倒が

10.9％」であることが問題であることも示され

た。

次いで、加齢に関与した運動器の組織の脆弱

化を解説された。骨の問題としては、加齢により

毎年約 3％骨量が減る事実をあげ、「結果若い時

と比し 30％減ると骨折を起こしやすい状態とな

り、骨粗鬆症と診断される。代表的な骨折は、脊

椎圧迫骨折、大腿骨頸部骨折などがある。」と指

摘された。

軟骨の問題としては、「コラーゲン線維やプロ

テオグリカンが変性し、ヒアルロン酸が減ると、

軟骨は摩耗し、変形性関節症となる」こと、筋肉

は、「加齢により萎縮し、それは筋繊維の数と大
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きさも減少によるが、赤筋と白筋では加齢による

萎縮に差があり、赤筋は数のみ減少し、白筋ほど

加齢による影響を受けにくい。最終的には脂肪組

織に置き換わる。手の筋力は加齢により比較的逆

比例的に減るが、下肢の筋力はある年齢を過ぎる

と急速に減少する。60 歳では下肢は 20 歳の約

80％、80 歳で 60％となる。」などの事実を示さ

れた。

また「バランス能力は、70 歳から急速に減少

する」し、全身協調性は、「できるだけ速く 5 ｍ

を歩く時間を計測すると、男性 20 歳が 1.5 秒足

らずであるのに対し、80歳では2倍以上の3.5秒、

女性でもこの傾向はある」事実を示して、加齢に

よる問題を各々示された。その他、柔軟性の低下

なども示された。

まとめとして、「高齢者の運動機能の特長とし

て、筋力・バランス・柔軟性・全身協調性が互い

に依存的に減少するが、若年者では、相互に無関

係な運動能力である。よって、高齢者の基礎的運

動能力は代表的な検査で評価可能」であり、片足

だち時間が、運動器不安定症機能診断基準として

用いられることの正当性を説明された。ちなみに

開眼片足起立が 60 秒可能である割合は、65 ～

69 歳で 54％、70 ～ 74 歳で 34％、75 ～ 79 歳

で16％、80歳以上で7％というデータも示された。

次いで運動器不安定症の基礎疾患を代表して、

骨粗鬆症、変形性関節症、脊柱管狭窄症などにつ

いて解説されたが省略する。

実地研修になると、開眼片足起立、3MTUG の

実際の計測を体験した。「開眼片足起立では、少

しでも足が地面に着くか支持脚が移動しても終了

とし、3MTUG では椅子に座った姿勢から、立っ

て 3 ｍ離れた椅子の周りを普通の速度で歩くこ

と」などの注意があった。3MTUG は介護保険要

支援者の平均 12.2 秒というデータもあり、Cut 

off 値を 11 秒とした。

実際の患者指導においては、おもに下肢の運

動の実地指導が行われた。

1）片足起立トレーニング：30 秒を目標に、片

足でバランスを保ちながら立ちます。安全のため

に何かにつかまって行うことも有効です。

2）足ふみトレーニング：20 ～ 40 回座布団の上

で足ふみを繰り返し行います。

3）タオルギャザートレーニング：3 回を目標に

タオルを足の指で手繰り寄せます。

4）起立⇔着座トレーニング：背筋をまっすぐ伸

ばしたまま、体を前に倒してゆっくりと立ち上が

ります。座るときも同様に体を前に倒してゆっく

り膝を曲げて座ります。10 ～ 15 回を目標に行

います。

　これらの運動のみでも、効果があることが証明

されている。その他、ストレッチ、筋力アップ、

バランス運動などを実地訓練した。

開始直後に火災警報の誤作動というハプニン

グもあったが、すぐに臨床の場面で使える研修会

であった。

[ 報告：健康スポーツ医学委員　川上　俊文 ]
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　第 22 回全国有床診療所連絡協議会が去る 8 月

1 日、2 日の二日間にわたって熊本市で開催され

た。1 日目は総会と西島参院議員、唐澤日医会長、

三上日医常任理事の三氏の特別講演がもたれた。

その後、懇親会にうつった。2 日目は佐藤厚労省

保険局医療課長の特別講演と「地域における有床

診療所の役割」をテーマにシンポジウムがなされ

た。全国から 503 名の会員が参加した。山口県

からは木下会長が来賓として、弘山常任理事、河

村理事、加藤が出席した。

　

総会
　はじめに藏元昭一熊本県有床診療所会長と北野

邦俊第 22 回全国有床診療所連絡協議会会長の挨

拶があった。

　つづいて内藤哲夫全国有床診療所連絡協議会

会長が挨拶にたち、この間の連絡協議会の活動に

ついて報告した。平成 19

年 1 月に 13 条、48 時間規

制が撤廃された。それまで

協議会はこの 48 時間条項

の撤廃を求めて戦ってきた

が、その当初の目的はこれ

で達成された。しかし、有

床診の休止、廃止が後を絶

たない、これは入院基本料

があまりにも低額であるこ

とが要因であり、いま、協

議会の最大の目標は入院基

本料の大幅なアップを勝ち

取ることにある。平成 20

年の診療報酬改定では加算

点数の追加、組み換えはあったものの入院基本

料のアップはなく、実質的に経営改善にはならな

かった。

協議会では入院基本料の評価を求めるために、

日医、国会議員、厚労省に働きかけてきた。いま

その成果が出始めている。日医では「日医有床診

療所に関する検討委員会」が常設の委員会として

設立され、日医が全面的に有床診をバックアップ

する体制となった。そして、今回はじめて都道府

県医師会有床診療所担当理事連絡協議会が開催さ

れることになった。さらに、次回診療報酬改定に

向けて中医協での日医からの要望項目に有床診の

入院基本料のアップが加えられた。また、日医総

研でも有床診の実態調査を行い、有床診の今後の

方向性について分析、研究を行ってきている。

国会議員へ働きかけて「有床診療所の活性化

を目指す議員連盟」を立ち上げた。そしてその提

第 22回全国有床診療所連絡協議会総会
と　き　平成 21年 8月 1日、2日（土日）

ところ　ホテル日航熊本 ( 熊本市 )

[ 報告 : 山口県医師会有床診療所部会会長　加藤欣士郎 ]
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言書を厚労大臣に提出したところである。政治情

勢が不安定なときに提言書にもられた要望がその

まま実現することは難しいが、議員連盟の活動に

より厚労省の担当者が有床診の実態調査を開始し

た経由がある。これは厚労省保険局医療課（課長、

課長補佐、企画官）が全国の 18 か所の有床診療

所の現地調査を行うもので、これまで有床診につ

いては何もしてこなかった厚労省の対応として画

期的なことである。

一昨年全国を5ブロック化したが、すでに九州、

関東甲信越、中国四国の3ブロックが設立された。

ブロック化の目的はまだ協議会を全国各県に設立

することにあるが、これが功を奏して、各所に協

議会設立の機運がでてきた。現在 39 の県が協議

会をもっている。

　最後に、ここまでの全国有床診療所協議会の活動

に一定の目処をつけることができたことから内藤会

長は今期をもって会長を辞すことを宣言された。

議事
　平成 20 年度の事業報告がなされた。会員数は

平成 20 年 3,974 名、平成 21 年 3,911 名である。

166 名の入会があったが 229 名が脱会した。日

医総研の調査で稼動している有床診は 7,800 機

関であるので、未入会の会員獲得が急務である。

現在 39 道県に協議会が設立されたが、今後全県

に協議会の設立を急ぐ必要がある。

　平成 20 年度の決算は 40,258,516 円で、20

　日本医師会
　　会長　唐澤祥人　殿

平成 21 年 8 月 1 日　　　　　　　　
全国有床診療所連絡協議会　　　　　

会長　内藤哲夫　　　　　

要　望　書

　医療法改正で、“48 時間”の入院期間制限規定が撤廃され、有床診療所の病床は法的に「正式な病床」
として認められた。
　しかしながら、近年、有床診療所の無床化が年ごとに著しく、毎年約 1,000 の施設が病床閉鎖・崩壊
に追い込まれている。その原因としては、永年に亘って極端に低く設定されている入院基本料が病床の
運営を急速に困難にしているのである。
　有床診療所の無床化は、“かかりつけ医”として患者の近くに存在し、かつ、急性期から慢性期、更
には終末期、そして在宅医療にも対応してきた入院機能が失われることとなり、地域住民にとって大き
な不便と不利益をもたらす。
　高齢社会が進展し、地域の医療崩壊が叫ばれている今、地域医療、地域ケアの中核として、また、安
心・安全医療の一翼を担う有床診療所に求められる役割は極めて大きいものがある。
　有床診療所の存続と有効活用に向けて、日医の強力な支援を求めるとともに次の事項を要望する。
1）入院基本料の全体的引き上げ
　一般・療養病床を問わず、入院基本料の底上げを求める。
2）一般病床入院基本料の逓減制の見直し
　急性期の 14 日までと亜急性期の 30 日までを重点的に評価すること。
3）看護配置基準の見直し
　現在 2 段階の看護配置基準の評価を、実態に近い 4 人未満、4 人以上 7 人未満、7 人以上の 3 段階
に変更すること。
4）入院時医学管理加算の新設
　急性期医療提供体制を持つ有床診療所について評価を求める。
5）医療計画における病床規制の撤廃
　改正医療法により、有床診療所の病床は基準病床数の対象となり、特例以外は新規開設が制限され
ている。地域医療を担う小規模な病床は、届出のみで開設を認めるべきである。
6）病床区分の撤廃
　診療所病床は最大でも 19 床と小規模であるにもかかわらず、その中で病床区分を定められては効
率的な運用が出来ない。

　診療所病床は病院病床とは別概念で捉え、医療・介護等の病床区分をせずに、急性期から慢性期、終
末医療に至るまで、周辺地域の患者・利用者に多様な対応が出来るよう現場に応じた柔軟な特性を維持
させるべきである。
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周年記念誌の発行があったため例年より高額と

なったが承認された。また、平成 21 年度予算

は 36,482,624 円で、承認された。収入は年会費

7,000 円に拠っているが、今後の会の運営につい

ては会員の確保か会費の値上げが必要になってく

ると予想される。

　事業計画は①入院基本料の大幅な値上げ、②協

議会の全県での設立、③日医との連携、④有床診

の国民への周知が優先課題とされた。これをもっ

て、日医への要望書（前頁参照）を採択し、これ

を日医唐澤会長へ提出した。

特別講演 1
「社会保障の課題」

参議院議員　西島英利
　平成 21 年度の概算要求についての説明があっ

た。2,200 億円の削減については必須ではなく

なったものの、その財源の確保について今後の課

題があること。また、重要課題推進枠 3,300 億

円が新設され、地域医療再生のためなら何の縛り

もないので、これを活用することが推奨された。

講演では社会保障給付費の推移とその財源確保に

ついて詳細なデータを示し、今後の社会保障の在

り方について説明がなされた。安定的な社会保障

を担保するには税制改革が必要で、さらに消費税

の改革は必須との指摘がなされた。

特別講演 2
「21 世紀の国民医療と地域医療」
～医療崩壊から守るみち～

日本医師会会長　唐澤祥人
　唐澤会長からははじめに「医師会活動は医政な

しにない、また、医政なくて医療はない」との言

葉があった。来る衆議院選に向けて医師会の団結

を呼びかけたものである。講演では日医の医療政

策について詳しい説明があった。国民保険を守る

ための緊急提言として患者負担の引き下げと診療

報酬の引き上げが求められる。そのため日医は「グ

ランドデザイン 2009」を提案し、戦略的な医療

の方向性と具体的な施策をしめしている。

　日医の患者意識調査では前回は「夜間、休日の

診療体制の確保」が最重要課題であったが、今回

は「高齢者が長期入院する施設の確保」が最重要

との結果であった。この国民の意識を重視して、

日医も医療施策の提言をしていくものである。以

下、日医の提案について詳述された。

講演
「有床診療所と介護保険」

　日医常任理事　三上祐司
　三上常任理事から有床診の介護保険での対応に

ついて説明があった。本年 2 月のアンケート調

査では 567 医療機関で、総病床数 9,242 床の中、

一般病床 7,046 床、療養病床 2,188 床（医療療

養1,396病床、介護療養792病床）であった。また、

在宅療養支援診療所の届出は 37.9％、診療所後

期高齢者医療管理料の届出は 21.2% 、短期入所

療養介護の届出は 18.5% である。

　現在、医療、介護にわたり有床診がいまある制

度に対応できていない実態がある。これは 19 床

の限られた病床で施設基準、人員配置、さらに介

護のケアプランに縛られ、柔軟に身動きできない

状況にあるからである。さらに、短期入所につい

てはその指定申請が煩雑なことがネックになって

いる。介護療養病床については、その転換方針が

急務であるが、現行制度内での対応としては診療

所後期高齢者管理料の周知が必要である。短期入

所は申請方法の簡略化を求めていくようにしたい。

特別講演 3
「医療提供体制の現状と課題」

厚労省保険局医療課長　佐藤敏信
　中医協では次期改定について今は全く何も決

まっていなく、20 年改定を検証しているところ

である。やっと社保審医療部会で審議がはじまっ

たばかりである。ただ、今年後半の展望として、

政局の変動、景気悪化（税収、保険料の減収）、

行政の信頼回復などの不安定な要素があり、施策

と財源確保の決定が難渋している。

　中医協は平成 18 年に制度改革が行われた。そ

の結果、診療報酬の全体改定率は政府が決定し、

基本方針は社保審が策定し、中医協は点数配分を

担当することになった。よって医療課ができるこ

とは適正な診療報酬の点数設定だけである。財政

審では 2,200 億円の削減について緩和の方針で

あるが、その財源はいまのところ見つかっていな
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い。今ある中でやり繰りし、配分、コスト削減に

よるしかないところである。

　そして有床診については厚労省としてその方向

性を明確にできていない。いま有床診についての

調査を始めたところである。そもそも 19 床が妥

当であるのか、構造設備は現行基準でよいのか、

療養病床の転換はいかにするのか、どのように育

てるべきかなどこれからの課題となっている。

シンポジウム「地域における有床診療所の役割」
1.「医療を行うために必要な要素

（医療チームの構成）」
南郷谷整形外科医院院長　武田幸之助

　熊本県ではへき地診療所が 17 か所設置されて

いる。ここでは 8 診療所は常勤医師が配置され

ているが、他の診療所は非常勤のため週 1 ～ 3

日の診療しかなされていない。また入院施設は

まったくない。その上に無医地区が 18 地域存在

する。広大な面積を有する熊本県では都市部と過

疎地域との医療供給体制の格差は極めて大きい。

　たとえへき地といえども、医師が常駐し、救急、

入院加療に対応可能であるべきである。その意味

で無医地区とは有床診療所がない地区とすべきで

ある。

2.「当院における病床の収入と経費の推移」
下田内科クリニック院長　下田光一郎

　内科で終末期も診ている有床診からの収支報告

をする。経営としてはもはや限界、いや破綻して

いると言わざるを得ない。平成 14 年改定以後、

収支はマイナスに転じ、平成 16 年改定で極端な

減収に陥って、以後破局に向かって突き進んでい

る。入院の赤字は外来収入で補ってきたが、外来

収入も減少し経営は惨憺たる現状にある。

　それでは何故、入院をやめないのか。それは

入院の必要な患者さんがそこにおられるからであ

る。また、基幹病院と在宅の受け皿として地域の

ニーズがあるからである。いま、多くの有床診が

廃止されている。これをこのまま放置してよいの

か。国は在宅重視というが、それだけでこの国の

医療は担保されるのであろうか。有床診は無くし

てしまうと、もう元には戻せない。国の早急な手

立てを望む。直近、一床当たり入院基本料 485

点アップが必要である。

3.「有床診療所の機能と今後」
日医総研主席研究員　江口成美

　日医総研の意識調査では国民が最も求めている

のは「高齢者が長期入院するための施設」であっ

た。国民は病院からの早期退院を促されることや

療養病床の削減に不安を覚え、在宅医療が現実的

に困難であることを感じている。この国民の病床

へのニーズに答えるためにも有床診療所の役割は

大きいはずである。

　しかし、有床診はこれまでの医療提供体制の議

論の中で、病床としての明確な位置づけがなされ

てこなかった。また、国民の間でも有床診の理解

も乏しい。その意味で今後は有床診の機能、役割

を明確にし、その位置付けへの理解を得ていくこ

とが重要である。有床診の機能は具体的には、①

地域医療のなかでの専門医療・救急医療の分担、

②基幹病院からの患者の受け皿、③在宅医療の後

方支援、④終末期医療の取り組み、⑤へき地・離

島での唯一の入院施設である。これを医療提供体

制、つまり病院、介護施設、在宅、無床診療所の

ネットワークに組み込み、連携をはかることが有

床診の今後の方向である。

4.「財源からの見直しを」
熊本日日新聞社編集委員室室長　春木　進

　日本の家庭事情をみれば入院施設を削減する

ことには無理がある。これまで有床診はその受

け皿として専門性や地域性に合わせて医療を担っ

てきた。いま、有床診は減少するものの全国に

11,000 施設あり、これは現実的に需要があるも

のと理解すべきである。

　現行の日本の医療費は対 GDP 比 8.0％である。

主要先進国では 9.6％であり、日本の医療問題の

核心部はここにある。政府は医療費削減政策をつ

づけ、それも限界に達し、医療のみならず、年金、

介護、教育の分野でも崩壊的な現象が起きてきて

いる。有床診療所の経営難も診療報酬の低さが主

因である。

　政権交代も予想される「政治の季節」を迎えて

いるが、民主党は医療費の対 GDP 比を 2015 年

までに 9.4％に引き上げる検討をしている。ただ
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そのため 6 兆円の財源が必要になり、その手立

てが消費税は上げない、ただ無駄を見直すとして

いるところは説得力に欠ける。私見として、消費

税を上げてもどこに使われるか不明であり、医療

費の財源確保には社会保険料引き上げによるべき

であると考える。

5.「地域医療崩壊と有床診療所」　　
熊本大学医学部附属病院地域医療システム学

寄附講座特任教授　黒田　豊
　熊本県の医師数は人口 10 万人当り 240 人で、

全国平均 206 人を上回っている。しかし、阿蘇

圏域は熊本圏域の三分の一にもみたないで、地域

偏在が顕著である。国の医療政策は療養病床の削

減、在宅重視であるが、実態は在宅医療をするた

めの社会環境が整わず、入院施設の確保が必要で

ある。ここにも急性期入院と在宅の間を受け持つ

有床診療所の役割がある。

　国の低医療費政策のため有床診の入院料も低く

抑えられてきた。有床診の減少の最大の要因は低

い報酬にある。地域医療を確保する観点から、複

数医師体制、看護配置体制の確立が急務である。

そのため、人員配置、施設基準に見合った診療報

酬の評価をするべきである。今後の課題として地

域での機能分担、専門科の特性を活かすこと、医

療情報の公開、国民へアピールなどが求められる。

　今回のシンポジウムは有床診の個別報告が 2

題、3 題が研究報告となり、白熱した討論には至

らなかった。武田先生の報告から熊本県の過疎、

無医地区の実態がよくわかった。広大な面積の熊

本県で 35 か所に無床地域が存在することは山口

県にも相当する。県北部の今後の医療供給体制の

確立をする上でも、参考になるものであった。下

田先生の入院収支の分析は極めて厳しく、辛いも

のである。それでも有床を続けるのは、そこに入

院を必要とする患者がいるからの一言であった。

まさに至言、一人の医師が一人の患者を診続ける

こと、これが有床診の真髄である。

　江口氏は日医総研で有床診の調査、研究を精

力的にしてくださっている。その研究結果は協議

会の活動の基礎データとして厚労省への要請に極

めて有益な武器となっている。今後も有床診のた

め研究の成果を期待するものである。春木氏は報

道の立場から、有床診の評価をされたが、その存

在意義、経営難などよく理解されている。報道す

る者に春木氏ほどの認識を得ていただければあり

がたいところである。黒田氏は熊本大学に新設さ

れた地域医療システム学講座に着任したばかりで、

これから熊本県の地域医療の構築に取り組まれる

ことになる。今後は地域医療の中での有床診の理

論的な位置付けを確立していただきたいと考える。

「総会全体について」
　全国総会は今年も盛会であった。会員数の多い

九州で開催されたこともあって、多くの会員の参

加を得た。懇親会も会員とその家族も加わり、大

会場が満席でおおいに盛り上がった。そして何よ

りも日医と各県医師会のバックアップが力になっ

ている。

　協議会は 6 月に自民党国会議員連盟を立ち上

げ、厚労省への要望書を提出したが、民主党への

政権交代が現実となったいま、この行動につい

ては疑問を呈する向きもある。実際そのとおりで

あり、いまや議員連盟の多くの議員がその議席を

失っている。それではこの活動は全く意味を失っ

たのであろうか、否、必ずしもそうではない。議

員連盟の設立については厚労省の担当課の同席

を得ていた。また、厚労省の全国 18 か所にわた

る現地調査も同時期に行った。診療報酬点数につ

いては中医協マターである。政権が変わろうとも

厚労省の評価が必須である。また、日医は中医協

への重点要望に有床診の入院基本料の引き上げを

加えた。これまで厚労省は有床診の検討は全くし

てこなかった。さらに日医は有床診の要望を取り

入れたことはなかった。これから、中医協では次

回診療報酬改定に向けて議論が始まるところであ

る。次回こそ有床診の入院基本料が大幅に引き上

げられることを期待したい。
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開会挨拶
木下会長　本日の議題の有床診療所については、

今や全国で毎日 2 医療機関が閉じており、絶滅

危惧種になっている。どうすれば有床診療所が活

用していけるかが問題になっている。

昨年、有床診療所部会を医師会内に設置し、

それを契機に有床診療所が容易に開設できるよう

に県議会や県行政に働きかけたところ、行政側

から全国で最も開設しやすい県という内容（これ

は昨年度末の医療審議会に諮っての結論である。）

の通知が出た。ただ、今の診療報酬の単価では、

経営的にやっていけないので、若い先生方が手上

げされないのだという報告がなされると思う。

また、地域医療再生計画は、政権与党であっ

た自民党が、100 億円の規模が 10 か所、25 億

円の規模が 84 か所（各都道府県に 2 つ）の 3,100

億円を、地域医療再生のためなら、予算をつける

というプロジェクトである。計画期間が短かった

が、各郡市医師会で検討いただいた内容を情報交

換し、意見を伺いながら、山口県ではどういうも

のをつくっていけばいいのか協議願いたい。

先生方には郡市担当理事協議会で議論したこ

とを地元に持ち帰って伝達いただき、よりよいも

のに作り上げて行ってほしい。

報告事項
1.第22回全国有床診療所連絡協議会総会「熊本」
（平成 21年 8月 1日～ 2日）
　本会報 974 頁掲載。　

　

2. 平成 21 年度都道府県医師会有床診療所連絡
協議会（平成 21年 8月 19 日）
　本会報 961 頁掲載。

弘山常任理事　二つの報告事項は有床診関連のた

め、河村理事から一括報告する。

平成 21年度
郡市医師会地域医療担当理事協議会

と　き　平成 21年 9月 3日（木）

ところ　山口県医師会館 6F 会議室

[ 報告 : 常任理事　弘山　直滋 ]
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防府　開設認可のチェック機能について伺いたい。

木下会長　開設し易くなったのは、事前協議を県

当局に出し、医療審議会に諮らないためである。

その中の一つの条件に県医師会の推薦がいる。建

物や人員配置は基準条件が必要である。今のとこ

ろ開設事例はない。

防府　県医師会のホームページ等で、将来開業す

る方に周知する工夫が必要ではないか。

木下会長　郡市医師会長会議で説明しており、会

員に説明いただいていると思うが、ただ、今の診

療報酬体制では難しい。日医も来年度の診療報酬

改定に向け入院基本料の引き上げを強く要望して

いる。

玖珂郡　夜間対応スタッフの確保は、看護協会等

とタイアップする必要がある。

木下会長　有床診療所を頑張っておられる大島郡

の安本先生に伺いたい。

安本（大島郡）　地域に受け入れてもらうことで、

24 時間対応している。ただ自己犠牲の上で成り

立っていると思う。

木下会長　日医に対して、2 人体制でできるよう

な診療報酬を提案している。

協議事項
1. 地域医療再生計画について
弘山常任理事　地域医療再生計画は補正予算で決

まった。当初案から 100 億円の 10 か所、25 億

円の 84 か所に変更されているが、少なくとも各

県 25 億円の 2 か所の割当になった。各二次医療

圏で現状を把握し、何が今足りないか、どういっ

たものに使えるのかを検討いただいたのではない

か。8 月初旬に地域対策協議会で検討された結果

が、県にあげられたと思う。

　県医師会においては、全県的な医師確保対策を

勤務医、女性医師等を含めて県に提案した。その

後の県からの意見聴取でも説明してきた。現在、

各医療圏や医師会以外からの事項について県で検

討されている。それらを参考にして本県案を作る

ようだ。今日は、本会では二次医療圏の事情がわ

からないため、一つには県医師会が知っておきた

いのと、もう一つは地域で考えた現状案を行政に

訴えていってほしいためである。

―各郡市医師会から地域医療再生計画案について

事前に報告をいただいているので、担当理事より

説明いただいた。

防府　政権が変わったので白紙になると聞いてお

り、実現は難しいのではないか。

弘山常任理事　何とも言えないが、貴重な時間を

使って今回地域の現状を把握できたので、検討結

果は今後に活かしていただきたい。

2. 地域医療連携パスについて
弘山常任理事　医療連携をスムーズに進めること

が主な目的で、すでに宇部圏域で地域医療連携パ

スができている。個人的にはそれを県内に広げら

れればと考えたが、地域の事情があるのでなかな

かそうもいかないようだ。

　

―各郡市医師会から事前報告をいただいており、

担当理事より進捗状況の説明があった。前回よ

り、地域で地域医療連携パスが進んでいるのを感

じた。

3. その他
防府　新型インフルエンザについて、迅速な情報

提供をお願いしたい。

閉会挨拶
弘山常任理事　本日はそれぞれの医療圏が抱えて

いる状況、それに対する再生計画等による対策を

お知らせいただきありがとうございました。県医

師会としては各地域の実情をなかなか把握しづら

いが、今日のご意見を参考にしながら本会として

も対策をとっていきたいので、今後とも情報等を

上げていただきたい。
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日本医師会初級パソコンセミナー
平成 17 年度から、日本医師会では医師会総合

情報ネットワークへの全会員の参加を目標に、会

員間における公平･平等な情報獲得を促進するた

めに、パソコン操作の基礎技術習得を目的とした

セミナーを、各都道府県で開催している。

当会では平成 17 年 12 月に一度開催しており、

今回で二度目となる。今回は 22 日、23 日の土

日で、それぞれ 2 部門ずつ、計 4 部門で開催し

た (1 部門約 2 時間 ) 。受講内容は①初級パソコ

ンカリキュラム、②エクセル 2003 、③ワード

2003 、④パワーポイント 2003 の 4 種目で、受

講者には事前に受講内容を自由に選んでもらい、

3 名のパソコンインストラクターによるグループ

学習で行った。参加者は 16 名であった。

ORCA 体験･研修会
　23 日 ( 日 ) の 14 時 30 分からは、ORCA 体験･

研修会を先述セミナーとは別会場で同時開催した。

　この研修会は ORCA( 日医標準レセプトソフト）

普及事業として、日医総研と ORCA 取扱業者の

協力の下、開催しているものである。平成 18 年・

19 年度にも同様の研修会を各地区で開催してお

り、前回同様、受講定員を満たしての開催とな

った ( 定員 10 医療機関 ) 。医師会員だけでなく、

実際にレセコンを操作している事務職員も対象と

したもので、1 医療機関 1 台の ORCA パソコン

を使ってもらった。

　プログラムは、最初に日医総研の西川主任研究

員による日レセの取り組みの解説、続いて ORCA

取扱業者による実技講習、質疑応答で

ある。実技講習では、患者登録方法から、

診療行為入力、病名登録、レセプト作
成までの一連の作業を受講者に学んで

いただいた。このほか、今回は西川主

任研究員よりレセプトオンライン請求

の実際の作業の流れについて、スライ

ドを用いての簡単な説明があった。

日本医師会初級パソコンセミナー＆
ORCA 体験･研修会

[ 報告 : 常任理事　田中　義人 ]

と　き　平成21年8月22日(土)、23日(日 )
ところ　山口県医師会館 5 ･ 6F 会議室
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　9 月 16 日（水）の衆参両院本会議で民主党の

鳩山由紀夫代表が第 93 代の首相に選出され、閣

僚人事も決まりました。厚生労働大臣には長妻昭

参議院議員が任命され、長妻厚生労働相は 17 日

未明の記者会見で、75 歳以上を対象とする後期高

齢者医療制度を廃止すると明言しています。昨年

4 月に導入された後期高齢者医療制度は、国民へ

の周知が十分でなく、いろいろと批判が出ていま

したが、何とか軌道に乗りかけたかなと思われた

だけに、廃止ということで再び混乱が引き起こさ

れることは間違いありません。

　9 月 3 日 ( 木 ) に開催された郡市医師会地域医
療担当理事協議会では、救急医療の確保などに向

けて二次医療圏ごとに策定する地域医療再生計画

に応じて、総額 3,100 億円の財政支援を行う「地

域医療再生基金」について、各地域における検討

内容についての協議が行われました。ところが民

主党は先の衆議院選挙の大勝を受けて、2009 年

度の補正予算のうち未執行の事業について、効果

が期待できないと判断したものについては、政権

移行後に停止すると決めました。「地域医療再生

基金」については当初から「予算のばらまきにす

ぎない。地域医療再生が目的であるなら、別の使

い方があるのでは」といった批判がありました。

しかし、もらえるものならもらって有効活用しよ

うと、県内でも各地で計画立案を行っていた矢先

の発表で戸惑っています。

　9 月６日（日）の第 113 回山口県医師会生涯
研修セミナーは、午前中が埼玉医科大学総合医療

センター救急科の輿水健治准教授による「子ども

の突然死　心臓震盪」と横浜市立大学大学院医学

研究科発生成育小児医療学の横田俊平教授による

「自己炎症症候群の診かたと最近の進歩」の二つ

の特別講演、午後が山口大学大学院医学系研究科

消化器・腫瘍外科学のスタッフによるシンポジウ

ム「消化器癌に対する化学療法の最前線」という

内容でした。興味深く、また分かりやすい内容の

セミナーでしたが、参加者が少なく残念でした。

　9 月 12 日（土）、13 日（日）の 2 日間にわたっ

て第 6回指導医のための教育ワークショップが開

催されました。第 1 日目は午前 10 時から午後 9

時 10 分まで、第 2 日目は午前 8 時 30 分から午

後 4 時 40 分まで、50 分間の昼食と夕食時間を除

くとほとんど休憩なしに、ビッシリと計 6 回のグ

ループワーキングが組まれ、「脳が沸騰する」( 参

加者の感想）大変なワークショップです。今回の

参加者は 20 名と昨年の 33 名に比べて少なかっ

たのですが、その分ワークショップの密度は高

かったと思います。参加された指導医の先生方も

大変でしょうが、タスクフォースの先生方（宇部

興産中央病院院長の福本陽平先生、産業医科大学

病院産業臨床研修等指導教員・准教授の守田恵美

子先生、国立病院機構長崎川棚医療センター院長

の宮下光世先生、厚生連小郡第一総合病院外科部

長の清水良一先生、山口大学医学部附属病院総合

診療部医員の小野咲弥子先生）には、ワークショッ

プの全体セッションで司会・進行の他に、グルー

プワーキングが順調に進行するように、雰囲気作

りを図りながら、必要に応じて情報を提供したり、

討議・作業の方向を修正するという作業をこなし

ていただき、2 日間特にトラブルもなく、十分な

成果を上げることができました。改めてお礼を申

し上げます。またお世話をいただいた事務局の皆

さんご苦労様でした。参加された先生方もお疲れ

様でした。

　9 月 16 日 ( 水 ) 、山口県新型インフルエンザ対
策協議会が山口健康福祉センターで開催され、県

医師会から濱本史明常任理事が出席されました。

本年９月に改定された山口県新型インフルエンザ

対策行動計画に基づいて設置された協議会で、新

型インフルエンザ流行時の医療体制の在り方につ

いて協議が行われました。各医療圏域における医

療体制については、各地域の保健所や健康福祉セ

ンター内に設置される新型インフルエンザ対策連

絡協議会で検討されます。厚生労働省の試算をも

とに推計される山口県における新型インフルエン

ザ患者数は、ピーク時には１日 8,800 人、入院患

者は 1 日 535 人（そのうち重症者 54 人）と考え

られています。混乱を来すことなくこれらの患者

の診療を行うために、外来診療、入院医療につい

ての医療連携体制案（医療機関リスト）を郡市医

師会で作成していただくことになりました。妊婦、

透析患者小児重症患者については個別に医療連携

体制案を作成することになっています。

　9 月 24 日（木）、25 日（金）の 2 日間にわたり、

副会長

吉

本

正

博
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西島英利参議院議員が羽生田俊日医常任理事とと

もに来県されました。24 日は午前 9 時に新山口

駅に到着後、吉南医師会と山口市医師会の医療機

関を訪問し、午後 6 時半からは「ホテルかめ福」

で講演会。25 日は宇部市医師会の医療機関を訪

問後、宇部空港から羽田空港へと、いつもながら

のハードスケジュールです。国会議員という職業

は体力勝負だと痛感しました。

　24 日の講演会は 100 人以上の医師会関係者が

参加され、急遽補助椅子を用意する盛況でした。

木下敬介県医師会長の挨拶の後、羽生田俊日医常

任理事による「中央情勢報告」がありました。「8

月 30 日の衆議院議員選挙は当初から民主党圧勝

の予想があったものの、自民党議員に医療政策

に関する説明や依頼をしてきたこれまでの経緯か

ら、日医は自民党の敗北を最小限に食い止めるべ

く努力をしてきたが、結果はご覧の通りである。

現在、民主党との関係修復に向けて活動中である

が、今だもって表敬訪問もできない状況にある」

と厳しい現状についての報告でした。その後の

西島英利参議院議員の講演「これからの日本の医

療～政権が変わって～」は、参議院議員に当選後

一貫して社会保障費の財源問題に携わってきたこ

と、最近は医療安全調査委員会設置法案をまとめ

る努力を行ってきたが、法案の国会提出前に政権

が交代したので、民主党が提出する法案の対案と

して提出する方向で検討を行っていること等につ

いて約 1 時間行われました。政権与党ではなく

なった自民党の候補を日医推薦候補として推すの

はおかしいとの議論もあると聞いていますが、西

島議員は私たち医師会員の代表として参議院に送

り出した候補です。自民党に所属しているから応

援しないというのは本末転倒であると、私個人は

思っています。

　9 月 27 日（日）、第 4回女性医師参画推進部
会総会・特別講演会が開催されました。今回は山

口大学医学部の近くでということで、宇部全日空

ホテルが開催場所となりました。総会後の講演会

では、特別講演として九州大学理事・副学長の

水田祥代先生の「輝いて美しくまさかの坂を越え

よう！－医の神アスクレピオスの娘たちへのメッ

セージ－」と、パネルディスカッションが行われ

ました。水田先生は九州大学卒業後立川米空軍病

院でインターン中に、外科に興味をもち、九州大

学第2外科、その後小児外科学教室開設とともに、

小児外科講師となり、その後教授、九州大学病院

長、そして現職に就かれたという経歴の持ち主で

す。講演の中で女性医師の活躍を促進するために

は、「上司や同僚男性はチャンスも評価もフェアー

に与えてほしい」、「女性医師は医師であることに

誇りをもち、そのときの自分の Priority（今何が

一番大切か）を決めてほしい」と述べておられま

した。パネルディスカッションでは結婚、出産を

経験され、今も臨床で活躍中の 4 人の先生方と、

医学生の興味ある話を伺うことができました。詳

細については会報の報告記事 ( 次号掲載予定 ) を

ご参照ください。

　

　大学に入って間もない頃、レコード店でシュー

ベルト作曲の弦楽四重奏曲第 14 番ニ短調「死と

乙女」のレコードを見つけました。それまで主に

交響曲、管弦楽曲、協奏曲といった大きな編成の

曲ばかり聴いていた私ですが、「死と乙女」とい

うタイトルに惹かれて購入しました。スメタナ四

重奏団のモノラル録音で、裏面にはドボルザーク

の弦楽四重奏曲「アメリカ」が入っていました。

この曲は、シューベルトが健康の衰えを自覚した

直後の、1824 年に作曲されています。死の 4 年

前です。すべての楽章が短調で書かれ、当時の

シューベルトの絶望的な心境がうかがえます。副

題の「死と乙女」は第 2 楽章が歌曲「死と乙女」

の旋律による変奏曲になっているからです。歌曲

「死と乙女」は、病の床に伏す乙女と、死神の対

話を描いた作品です。乙女は「死」を拒否し、死

神に去ってくれと懇願するが、死神は、乙女に「私

はおまえを苦しめるために来たのではない。お前

に安息を与えに来たのだ」と語りかける。ここで

の「死」は、恐ろしい苦痛ではなく、永遠の安息

として描かれています。弦楽四重奏曲の冒頭は、

底知れない絶望、憤怒と苦悩の入りまじった激し

い思いがぶちまけられています。しかし、身もよ

じる絶望と悲しみのなかで、藁にもすがるように

わずかな希望を見いだそうとするシューベルトの

思いが、美しい旋律と相まって、今にも切れそう

な細い綱の上を渡ってゆく危うさを示し、いつ聴

いても涙が出てきます。感傷にふけりがちな秋の

夜長にふさわしい曲だと思います。

　

県
医
師
会
の
動
き　
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協議事項
1　新規第一号会員研修会並びに保険指導（集団）
について
　11 月 1 日（日）に開催する新規会員研修会の

日程、担当者及び対象者を決定した。保険指導に

関しては、中国四国厚生局の管轄である。

2　高次脳機能障害者支援体制資源調査の実施に
ついて
　平成19年2月に山口県身体障害者福祉センター

内に高次脳機能障害に関する専門相談窓口が設置

され、この度、高次脳機能障害の支援に係わる医

療や福祉サービス等の支援体制に関する現状や課

題等を把握することを目的に、県健康福祉部では、

県内の医療機関などを対象にした資源調査が実施

されることになり、調査回答の協力依頼があった。

調査対象機関は県内の救急・脳神経外科など（救

急・急性期）97 機関、リハビリテーション科・精

神科・神経内科など（回復期・維持期）355 機関

の病院・診療所及び福祉施設等、市町。協議の結果、

各郡市医師会長に対し関係医療機関の回答協力に

ついて依頼通知することが了承された。

3　乳幼児健康診査の参考単価について
　乳幼児健康診査の平成 22 年度の参考単価（案）

は、前回の理事会で承認され、参考単価案を各郡

市医師会に提示した。その結果、今回ほとんどの

郡市医師会で了承の回答を得たため、本案で各市

町に提示することが了承された。

4　7月 21 日大水害に係る義援金について
　前回の理事会において県医師会の協力について

協議、決定したが、その後の状況により追加支援

を行うことについて諮り、承認された。また、義

援金の配分委員会のメンバーに、木下会長に就任

してほしい旨の連絡があったことを説明、承認。

5　女性医師育児支援事業について
　事業の一環として、山口県医師会保育サポー

ターバンクを設置、運営することが承認され、バ

ンク実施要領・運営委員会規則について協議、承

認された。

6　おいでませ！山口国体（第66回国民体育大会）
及びおいでませ！山口大会（第 11 回全国障害者
スポーツ大会）に対する募金活動について
　9 月を「募金推進強化月間」として募金活動を

積極的に推進することについて了承された。

7　医療機関に係る土砂災害警戒区域等の状況調
査について
　厚生労働省から各都道府県に対し医療機関に係

る土砂災害警戒区域等の状況調査依頼があるが、

山口県では「風水害対処計画」の策定状況を 7 ～

8 月に実施しており、その結果をもって対応し、

新たに調査を実施しないことが県から報告があっ

た。「風水害対処計画」の策定結果については、

県の公表について誤解が生じない対応を県へ要請

することとした。

人事事項
1　山口県新型インフルエンザ対策協議会委員に
ついて
　山口県健康福祉部から協議会設置に伴う委員推

薦依頼があり審議、本会濱本常任理事と福田信二

先生（宇部市医師会長）を推薦することを決定。

2　日本医師会財務委員会委員について
　中国四国医師会連合委員長（島根県医師会長）

から、日本医師会に新たに常設となる財務委員会

委員の推薦依頼があり、杉山専務理事を推薦する

ことについて諮り、承認された。

報告事項
1　新公益法人制度説明会（7月 23 日）
　日医総研主任研究員 角田 政氏による「新公益

法人制度への対応について～新制度の概要、医師

理事会 第10回

9 月 3日　午後 5時 03 分～ 8時 10 分

木下会長、三浦・吉本副会長、杉山専務理事、
濱本・西村・弘山・小田・田中（義）各常任
理事、萬・田中（豊）・田村・河村・柴山・城甲・
茶川各理事、青柳・山本・武内各監事
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会事業の公益性、機関設計～」、トーマツコンサ

ルティング株式会社 伊藤和政氏による「移行申

請準備の実務」の講義を開催した。参加者は 50

名であった。（柴山）

2　医事案件調査専門委員会（7月 23 日）
　病院3件の事案について審議を行った。（小田）

3　日医第5回男女共同参画フォーラム（7月25日）
　テルモ株式会社上席執行役員、テルモハート

社取締役会長兼 CMO 野尻知里氏の「私の 50 ＋

年史：ある心臓外科医の生き方」と題した基調講

演があり、女性医師の勤務環境の現況に関する調

査報告、日医女性医師支援センター事業の報告が

あった。

　つづいて、4 名のシンポジストによる「今、医

師の働き方を考える－ともに仕事を継続するため

に－」と題したシンポジウムが開かれ、総合討論

の後、宣言を採択し閉会した。（田村）

4　第12回糖尿病地域医療研究会総会（7月25日）
　糖尿病医療連携の新たな展開をテーマに東京で

開催。パネルディスカッション「山口県宇部・小

野田地区における糖尿病地域医療連携（クリティ

カルパス）の試み」について藤井新也先生（宇部

市）が報告された。（弘山）

5　「地域医療再生基金」に係る協議会（7月 26 日）
　日本医師会からの開催要請により岡山で開催。

「地域医療再生基金」に係る質疑に対し、中国四国

各県医師会及び日本医師会が意見交換した。（弘山）

6　山口県報道懇話会との懇談会（7月 28 日）
　木下会長、報道懇話会幹事である読売新聞山口

総局長の挨拶ののち、県医師会から「医療費削減

政策からの転換」について説明、報道懇話会から

の「豪雨災害での医療活動、事故発生時の救急対

応などの現状や見解」等の議題について、意見交

換を行った。（田中義）

7　山口県社会保険診療報酬支払基金幹事会
（7月 29 日）

　支払基金における審査状況、オンライン請求に

係る「状況届」の集計結果等について報告があっ

た。（木下）

8　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（7月 29 日）

　医科では新規1件（移転）が承認された。（三浦）

9　日本スポーツ振興センタ－業務運営委員会
（7月 29 日）

　事業の推進状況、災害共済給付状況等について

協議した。（田中豊）

10　第 1回自賠責医療委員会・第 69 回山口県自
動車保険医療連絡協議会（7月 30 日）
　2 件の未解決事例について協議。引き続き自動

車保険医療連絡協議会を開催。損調部会会員会社

10 社及び損保料率算出機構が出席、個々の未解

決事例について処理結果・経過をそれぞれ報告。

（小田）

11　個別指導「下関地区」（7月 30 日）
　診療所 4 機関について実施され、立ち会った。

（西村）

12　医療・保険研究会（7月 30 日）
　下関市医師会において開催。中央情勢、医療保

険、医療事故防止について説明。また、会員から

の質疑について協議した。（西村）

13　第 1 回郡市医師会特定健診・特定保健指導
担当理事協議会（7月 30 日）
　特定健診実施状況（速報値）で山口県の受診率

20.13％は全国平均より低いことを報告。今年は

受診券をすでに配付済みのため広報に努めたい。

また、来年度の幹事担当をどこにするか協議した。

（田中豊）

14　勤務医問題対策懇談会〔「長門市」（7月 31
日）、「山口市」（8月 12 日）、「宇部市」（8月 17 日）〕
　21 年度勤務医・女性医師対策等について意見

交換を行い、勤務医の医師会加入について、各病

院長と懇談を行った。（木下）
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15　第 2回生涯教育委員会（8月 1日）
　日医生涯教育協力講座セミナーについて、全体

のマネジメント、開催場所・時期について協議。つ

ぎに、生涯研修セミナーの企画について協議、22

年度のテーマ案について意見が出された。（杉山）

16　山口県臨床研修医交流会第 2回打合会
（8月 1日）

　6 月 28 日につづく第 2 回目の打合会を開催、

交流会全体構想、役割分担、シンポジウム、参加

者について協議を行った。（小田）

17　第 22 回全国有床診療所連絡協議会総会
（8月 1日～ 2日）

　熊本県で開催。唐澤日医会長は「有床診療所の

ニーズはあるが、適正な診療報酬の設定がなされ

ていない」と挨拶された。来年度は岡山県有床診

療所協議会の担当で、平成22年7月31日 (土 )～

8 月 1 日（日）開催。（河村）

18　スポーツ医学研修会、スポーツ医部会総会、
健康スポーツ医学実地研修会（8月 2日）
　国体における医療従事者の役割では、今後望ま

れるメディカルチェックやドーピングについて、

また運動器不安定症に対しては高齢者向けのリハ

ビリ実技があった。（城甲）

19　医事案件調査専門委員会（8月 6日）
　診療所1件の事案について審議を行った。（小田）

20　山口県緩和ケア医師研修会連絡会議（8月6日）
　今年度は研修会を 2 回実施する。1 回目が来る

10 月 11 日と 12 日に開催されるためファシリ

テータによる事前打合せを実施した。（弘山）

21　女性医師参画推進部会第2回理事会（8月8日）
　開会・部会長挨拶につづき新任保育相談員の紹

介を行い、9 月 27 日（日）宇部市において開催

の総会の内容及び役割分担、保育サポーターバン

クについて協議した。引き続き WG から、それ

ぞれの活動報告があった。（田村）

22　山口県医師会警察医会役員会・総会・第 5
回研修会（8月 8日）
　役員会では、総会の議事運営、多数死体発生時

のアンケート結果について協議、つづいて総会を

開催。研修会は、藤宮教授の「死体検案とは－異

状環境、嬰児、中毒－」について講演があった。

次回開催の第 6 回研修会は、1 月 23 日（土）に

ホテルニュータナカで行い、終了後懇親会を行う

ことになった。（弘山）

23　第 1回山口県糖尿病療養指導士講習会
（8月 9日）

　今年度第 1 回目で開講式開催後、「糖尿病の療養

指導と療養指導士の役割」ほか 3 題の講義。最後

に確認テストを実施した。受講者195名。（田中豊）

24　山口刑務所下関拘置支所視察（8月 13 日）
　施設の運営方針、敷地及び建物の概況、収容定

員及び収容人員の推移等について説明を受け、視

察を行った。（萬）

25　都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協
議会（8月 19 日）
　日本医師会が本連絡協議会を開催するのは今回

初めて。喫緊の課題として入院基本料の底上げが

必要との大方の認識であった。（河村）

26　第 53 回社会保険指導者講習会
（8月 20 日～ 21 日）

　「がん診療 update」を主題に日本医師会館にお

いて開催され、本会から 5 名の担当役員が参加

した。詳細は次月会報に掲載。（西村）

27　日医初級パソコンセミナー（8月 22 日～ 23
日）、ORCA 体験・研修会（8月 23 日）
　インストラクター 3 名により、初級パソコン

カリキュラムに則りグループ学習を開催した。日

医における 17 年度事業開始以来、今回で 2 度目

の開催である。

　また、ORCA 体験・研修会を開き、日医総研西

川主任研究員に「日医標準レセプトソフトの取

り組み」「レセプトオンライン請求の実際の方法」

について解説・講演をいただき、ORCA 取扱い業
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者の協力による実技講習を行った。（田中義・柴山）

28　第 40 回中四九地区医師会看護学校協議会
（8月 22 日～ 23 日）

　唐津看護専門学校の引き受けで開催。「地域医

療と看護教育」をテーマに協議・研修等が行われ

た。（茶川）

29　山口県臨床整形外科医会創立 25 周年記念式
典（8月 23 日）
　祝意を表し乾杯の挨拶を行った。（木下）

30　山口銀行との懇談会（8月 24 日）
　医療、経済等について懇談を行った。有意義な

会であった。（杉山）

31　山口県社会保険診療報酬支払基金幹事会
（8月 26 日）

　幹事会参与の委解嘱、オンライン請求に係る「状

況届」の集計結果等、資格関係誤りレセプト発生

防止の連絡強化月間の取り組み等について報告が

あった。（木下）

32　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（8月 26 日）

　医科では新規 2 件（組織変更 1 件を含む）が

承認された。（三浦）

33　社保国保審査委員合同協議会（8月 27 日）
　協議題 4 題、会員からの意見要望 14 題につい

て協議を行った。協議結果は本会報（ブルーペー

ジ）に掲載。（萬）

34　救急フェア・AED講習会打合せ（8月 27 日）
　9 月 10 日開催される救急フェア in 宇部の記念

行事、表彰式参列者及び AED 心肺蘇生法講習会

の内容を確認した。（弘山）

35　新型インフルエンザ対策本部会議（8月27日）
　山口県新型インフルエンザ対策行動計画の改定

について、また、かかりつけ医を中心にした医療

体制の進め方について協議した。（濱本）

36　医療廃棄物三者協議会（8月 27 日）
　改訂版「感染性廃棄物処理指針」及び「廃棄物

処理における新型インフルエンザ対策ガイドライ

ン」への対応等について協議した。（西村）

37　日本医師会医事法関係検討委員会（8月28日）
「対 GDP における医療費水準の引き上げ」「医療

保険の一元化問題」等について討議を行った。

（小田）

38　勤務医部会第 2回企画委員会（8月 29 日）
　21 年度事業として、中堅医師を囲む座談会、

勤務医部会主催のシンポジウム (22 年 2 月 14 日

開催）のテーマ・参加者・司会者について協議を

行った。また、防府医師会及び萩市・長門市医師

会担当で開催の市民公開講座の状況について報告

があった。（城甲）

39　第 1回山口県臨床研修医交流会
（8月 29 日～ 30 日）

　県内臨床研修医（2 年目 19 名、1 年目 29 名）、

臨床研修指定病院病院長、指導医等 22 名、医学

部医学科学生等総勢 98 名の参加により交流会を

開催した。講演、シンポジウム（グループ討議）、

各班の発表を行い、その後懇談。翌日もシンポジ

ウムを開催した。県内 5 ブロック基幹研修病院

から推薦を受けた 2 年目の研修医に交流会幹事

として企画運営に携わっていただいた。参加者か

ら、大変有意義な交流会であった、明年度も継続

してほしいという意見が出ていた。（小田）

40　第 17 回中国四国医師会共同利用施設等連絡
協議会（8月 29 日）
　島根県医師会の引き受けで開催。「ストップ　

地域医療崩壊」をテーマに益田地域医療センター

医師会病院院長他 2 名による研究発表と飯沼日医

常任理事による「新型インフルエンザ (H1N1) の

教訓」と題した特別講演があった。（西村・田中豊）

41　「医療仲裁センター岡山」設立記念シンポジ
ウム（8月 29 日）
　基調講演「医療 ADR に期待するもの」（講師：

自治医科大学医療安全対策部 長谷川 剛教授）及
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びシンポジウム「対立から対話へ ～納得のいく

解決に向けて～」が行われた。岡山弁護士会が設

立したもの。（吉本）

42　日本医師会男女共同参画委員会（9月 2日）
　女性医師支援センター事業、第 5 回男女共同参

画フォーラムの反省・報告書について等、審議を

行った。第 6 回フォーラムは 22 年 7 月、鹿児島

県が担当で開催、市民への公開講座とされる予定。

また、答申作成に向けた議論も開始した。（田村）

43　広報委員会（9月 3日）
　会報主要記事掲載予定、歳末放談会の司会者と

テーマ、特別講演会・座談会の司会・出席委員に

ついて協議を行った。防府市の豪雨災害では県内

の DMAT3 チームが出動、急遽 9 月号の特集と

した。（柴山）

44　会員の入退会異動
　入会7件、退会7件（死亡退会含む）、異動6件〔9

月 1 日現在会員数：1 号 1,331 名、2 号 924 名、

3 号 494 名、合計 2,749 名〕

1　傷病見舞金支給申請について
　1 件について協議、承認。

議決事項
1　第 162 回定例代議員会の付議事項について
　議事進行日程について協議した。

　代議員会終了後、今村定臣日医常任理事の講演

会が開催される。

協議事項
1　平成 20 年度医師会決算について
　事務局から決算内容について報告後、決算を承認。

2　中国四国医師会連合医学会について
　連合医学会特別講演の座長・総会次第、総会司

会担当等、役職員の業務担当について最終確認を

行った。

3　日医代議員会の質問について
　2 題の提案があったので、次回理事会で再協議

する。

4　平成 22 年度県予算要望事項について
　各担当常任理事において検討の上、次週までに

報告することを確認。

5　中国四国医師会連合第 3回常任委員会について
　来る 10 月 3 日開催される常任委員会における

協議題が、担当の島根県医師会から提示された。

各県から提案の議題について、山口県医師会の回

答を協議した。

報告事項
1　監事会（9月 3日）
　平成 20 年度山口県医師会決算及び労働保険事

務組合決算について監査した。（山本）

互助会理事会 第 5回

理事会 第11回

9 月 17 日　午後 5時 21 分～ 7時 26 分

木下会長、三浦・吉本副会長、杉山専務理事、
濱本・西村・小田・田中（義）各常任理事、
武藤・萬・田中（豊）・田村・河村・柴山・城甲・
茶川各理事、青柳・山本・武内各監事
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2　個別指導「宇部地区」（9月 3日）
　診療所 5 機関について実施され立ち会った。

（西村・萬・柴山）

3　郡市医師会地域医療担当理事協議会（9月 3日）
　有床診療所関連の全国会議の報告に続き、地域

医療再生計画案について各二次医療圏、医師会か

ら報告をいただいた。また地域医療連携パスにつ

いても進捗状況の報告があった。（河村）

4　第 2回健康教育委員会（9月 3日）
　今年度作成の健康教育テキスト「白内障」の

校正を行った。テキストの活用状況に関するアン

ケート調査案について協議した。（茶川）

5　「健康福祉月間」標語審査会（9月 3日）
　標語の審査を行ってきた。（事務局長）

6　産業医研修会（9月 5日）
　山口労働局安全衛生課長小田健一氏の「最近の

労働安全衛生の動向について」、吉野文雄先生の「面

接指導の手法とその実践」の講演があった。（茶川）

7　天皇陛下御即位二十年奉祝山口県民大会役員
会（9月 5日）
　全国的に奉祝大会を開催される。山口県は 10

月3日に開催されるので、要領について協議した。

（木下）

8　認知症サポート医養成研修会（9月5日～6日）
　福岡市において開催され、「認知症サポート医

養成研修事業の位置づけとサポート医への期待」

等の講演、グループ討議及び質疑応答が行われた。

本会から 3 名が参加した。（西村）

9　第 113 回生涯研修セミナー（9月 6日）
　埼玉医科大学総合医療センター救急科 (ER) 准

教授 輿水健治先生の「子どもの突然死 心臓震

盪」、横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小

児医療学教授 横田俊平先生の「自己炎症症候群

の診かたと最近の進歩」の特別講演、午後は、「消

化器癌に対する化学療法の最前線」をテーマにシ

ンポジウムが開かれた。出席者は 87 名。

　事前申込者が少なく会場を変更したが、今後は

産業医研修とタイアップすることを検討したい。

（杉山）

10　光市立大和総合病院創立 60周年記念式典
（9月 6日）

　出席し、祝辞を述べた。（木下）

11　医事紛争防止研修会（9月 7日）
　岩国市医療センター医師会病院において開催。

「医療安全調査委員会設置法案（仮称）について」

（小田県医師会常任理事）、「裁判例からみた医療

事故防止のポイント」（弘田 公弁護士）の講演等

を実施。参加者 60 名。（小田）

12　第 2回学校心臓検診検討委員会（9月 10 日）
　来年度、本会引受となる第 43 回若心協総会の

開催日程等を協議した。学校心臓検診精密検査医

療機関研修会を 12 月 6 日（日）開催する。（萬）

13　第 2回糖尿病対策推進委員会（9月 10 日）
　今年度の糖尿病療養指導士講習会の経過報告と

今後の予定について協議。また世界糖尿病デーに

伴い、ライトアップ事業の実施場所等の選定、糖

尿病ウォークラリーの共催、健康フェスタへの出

展の進捗状況の報告や糖尿病啓発活動への取り組

みについて協議した。（田中豊）　　

14　第31回産業保健活動推進全国会議（9月10日）
　活動事例報告に続き、シンポジウム「メンタル

ヘルス対策」と「勤務医の健康支援」をテーマに

取り組みが報告された後、協議が行われた。（河村）

15　山口県福祉サービス運営適正化委員会第 54
回苦情解決部会（9月 11 日）
　福祉に関する苦情相談が 12 件あった。（萬）

16　中国四国医師会事務局長会議（9月 11 日）
　新公益法人制度移行への対応、オンライン請求

義務化の問題の対応等各県から提出の議題につい

て事務的に意見交換をした。島根県医師会が担当

で開催。（事務局長）
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17　指導医のための教育ワークショップ
（9月 12 日～ 13 日）

　カリキュラムに則り実施した。参加者 20 名。

（田中豊）

18　第 2回都道府県医師会長協議会（9月 15 日）
　新潟県医師会からの「母体保護法指定医師の指

定について」等 7 件の質問、日医から提出の「新

型インフルエンザ対策」「財務委員」について協議・

審議を行った（木下）

19　山口県新型インフルエンザ対策協議会 第 1
回会合（9月 16 日）
　会長、副会長を選任。新型インフルエンザのピー

ク時の感染について、県内の患者は 1 日当たり

8,800 人と試算報告があった。協議会はこの試算

を踏まえて、今後の医療体制を検討し、10 月ま

でに県への中間報告としてまとめることになっ

た。（濱本）

1　災害見舞金の助成について
　平成 21 年 7 月 21 日集中豪雨被害について協

議、承認。

1　第 8回「学びながらのウォーキング大会」に
ついて
　11 月 23 日（祝・月）に山陽小野田市で開催

するウォーキング大会の特別講演の会場及び講師

等について協議、決定。　

2　傷病手当金支給申請について
　1 件について協議、承認。

医師国保理事会 第 10 回

互助会理事会 第 6回

山口県警察管内発生の死体検案数（平成 21 年 8 月分）
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Aug-09 32 84 0 1 5 1 18 141

死体検案数掲載について
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昨年 1 月に子どもを出産し、5 月から徳山医

師会病院へ勤めるようになり、私の中で最も変

わった意識について綴らせていただきたいと思い

ます。

大学院終了後、周南市立新南陽市民病院へ赴

任してきました。専ら循環器内科を専門としてい

ましたが、高齢者の多い地域でどちらかといえば

一般内科医として、特に肺炎や心不全といった患

者さんの治療がメインの仕事でした。近隣に急性

期を担う徳山中央病院があるため、いつもいつも

死ぬほど忙しくないものの外来が立込んでいると

きや当直・夜間の呼び出しがあった翌日午後の睡

眠不足でだるい、もう少しで帰れるぞと思ってい

るときに総務課からの電話が鳴り、いやな予感･･･。

開業医の先生からの患者さんの入院要請や救急

隊からの急患受け入れのお電話。ベッドが空いて

いる以上お断りすることもできず、初診であると

患者さんの病状以上に患者さんやご家族がモンス

ターペイシェントのような性格が極端でないこと

を祈りつつ、患者さんの到着を待つのでした。患

者さんを送ってくださる開業医の先生に感謝しな

ければならないところなのですが、どうしてもこ

ういった接点が多いことから少し距離を感じてい

ました。

もちろん開業医と勤務医の親睦会も年に数回

設けられていましたが、アルコールが苦手な上、

ブランド時計や高級外車に興味がないため話が合

わせられないしと足が遠のき、先生方との距離は

縮められずにいました。話は少し逸れてしまいま

すが、1970 年代後半生まれの団塊ジュニアで消

費マインドの低い若者の 3 ナイとはお酒のまナ

イ、車乗らナイ、海外旅行行かナイ。不況時代に

育ち、就職面でも不遇で収入も少ないことが影響

しているそうです。本当にお金がなくてそうなっ

ている人と収入はきちんとあるが、ブランド志向

が弱く物をあまり消費しない、貯めない、自分の

気に入ったもの ( 手作り・田舎・自然派志向のも

のなど ) にだけ投資するシンプル族という 2 つの

カテゴリーに分けられるそうです。私は 1974 年

生まれですが、後者に近いものを感じます。内需

の拡大がないと日本経済は立ち行かないと叫ばれ

ていますが、社会・文化の成熟度が高くなってく

るとヨーロッパ社会のようにこうしたタイプの人

間が増えてくるとあります。日本もそうした時期

になってきているのでしょうか。

　徳山医師会病院で働くようになり、オープン

システムの病院であり、開業医である登録医の先

生と一緒にお仕事をさせてもらうようになりまし

た。登録医をされている先生方はご自身の医院を

運営・診療されながら、入院患者さんも診ておら

れる。そのパワフルさに圧倒させられます。先生

方それぞれの診療スタイルがおありですが、開業

医・勤務医の別なく患者さんの病気をよくしたい

という熱意は皆同じなのだと分かりました。今は

子どもも小さく大した仕事ができていませんが、

自分も頑張らなくてはと思います。開業されてい

る多くの先生方は私たち若い勤務医にとって大先

輩であり、ジェネレーションギャップももちろん

ありますが、一緒に患者さんを治療しているとい

うことを感じられる“場”があれば、もっと開業

医と勤務医の距離は縮まるのではないかなあと感

じています。

勤 務 医 の
ペ ー ジ

徳山医師会病院 福江　宣子

開業医の先生との距離
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医師年金のおすすめ

◆日本医師会が会員のために運営する年金です。　　◆

◆会員医師とご家族の生涯設計に合わせた制度です。◆

制度設計から募集、資産運用等のすべてを日本医師会で運営しています。

◆◆◆　医師年金の特徴　◆◆◆

その１　積立型の私的年金
●掛金として積み立てた資金を、将来自分の年金として受け取る制度です。
●公的年金のように若い人の掛金で老人を支える制度ではありません。

その２　希望に応じて自由設計
●医師年金は掛金に上限がなく、いつでも増減が可能です。
●余剰資金をまとめて掛金とすることもできます。

その３　受取時期や方法が自由
●年金の受給開始は、原則 65 歳からですが、75 歳まで延長できます。
　また、５６歳から受給することも可能です。
●年金のタイプは、受給を開始する際に選択できます。
　（15年保証期間付終身年金、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金）

その４　法人化しても継続可能
●勤務医・開業医（個人・法人）に関係なく、日医会員であるかぎり継続的
　に加入できます。

＜問い合わせ先＞　資料請求、質問、ご希望のプランの設計等何でもお気軽にご相談

ください。　

　日本医師会　年金・税制課

TEL：03(3946)2121( 代表 )　　　　　　FAX：03(3946)6295

（ホームページ：http://www.med.or.jp/）　　(E-mail：nenkin@po.med.or.jp)

◆◆◆　医師年金の特徴　◆◆◆

その１　積立型の私的年金
●掛金として積み立てた資金を、将来自分の年金として受け取る制度です。
●公的年金のように若い方の掛金で老人を支える制度ではありません。

その２　希望に応じて自由設計
●医師年金は掛金に上限がなく、いつでも増減が可能です。
●余剰資金をまとめて掛金とすることもできます。

その３　受取時期や方法が自由
●年金の受給開始は、原則 65 歳からですが、75 歳まで延長できます。
　また、56 歳から受給することも可能です。
●年金のタイプは、受給を開始する際に選択できます。
　（15年保証期間付終身年金、5年確定年金、10年確定年金、15年確定年金）

その４　法人化しても継続可能
●勤務医・開業医（個人・法人）に関係なく、日医会員であるかぎり継続的
　に加入できます。








